
予防接種の接種率の向上のための取組状況調査（令和６年度実績、令和７年度計画・実績）

１．麻しん風しん定期接種第１期および第２期対象者への情報発信の実施状況について

１（１）．麻しん風しん定期接種第１期

① ② ① ②

01_千代田区 1.はがき・手紙 1.有 通年 4.各世帯

01_千代田区 5.SNS 2.無 通年

01_千代田区 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年

01_千代田区 8.広報誌への掲載 2.無 通年

01_千代田区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

02_中央区 1.はがき・手紙 1.有 1歳10か月 4.各世帯

02_中央区 3.チラシ配布 2.無
7.同自治体の他

部署

02_中央区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

02_中央区 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年

02_中央区 7.ポスター掲示 2.無

02_中央区 8.広報誌への掲載 2.無

03_港区
12.その他
（予診票とお知らせの送付）

1.有 1歳前 4.各世帯 3.医療機関等

03_港区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

03_港区 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年 4.各世帯

04_新宿区
12.その他
（予診票の送付）

1.有 1歳前 4.各世帯

04_新宿区 1.はがき・手紙 1.有 通年 4.各世帯

04_新宿区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

04_新宿区 8.広報誌への掲載 2.無 通年

04_新宿区 9.対面での説明（定期健診等） 1.有 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
3.医療機関等

区市町村名 方法
個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

５・９・１月の各時点で、１歳半～１歳11か月であり、接種記録が確認できない方に対
し通知
（令和７年度のみ）令和６年度対象者のうち、接種記録が確認できない方に通知

【アカウント】X：　@chiyoda_city
　　　　　　　　Facedbook：　city.chiyoda
【投稿日】2024/8/6、2025/2/28、2025/4/10、2025/8/5
※X、Facebookすべて同日に投稿
※2025/4/10は当年度限り（R6年度対象者に長期療養特例について通知）

スマートフォンアプリではなくWebアプリ

生後11か月到達月に予診票と案内冊子を一斉送付。また、転入者等からの希望に応
じ随時で送付している。

未接種者へのはがき送付

https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kenkouiryou/iryou/yobousesshu/mashin/masinh
uusinyobousesyunituite.html

区のバスに掲示

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/yobosesshu/tekiyobo/inde
x.html

1歳児を含む転入世帯の転入月の翌月に予防接種の通知（別添①）を送付し、接種漏
れについて注意喚起をしている。

お子さんの定期予防接種はお済みですか？
https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/yobosessyu/yobouses
syu/misessyu.html

みなと母子(親子）手帳アプリ(予防接種スケジューラー）
https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/yobosessyu/apli.html

https://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/file02_02_00025.html

資 料 ８－１



１（１）．麻しん風しん定期接種第１期

① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

05_文京区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

05_文京区 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳前 4.各世帯

05_文京区
12.その他
（予診票等送付）

1.有 通年 4.各世帯

05_文京区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

06_台東区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

06_台東区 1.はがき・手紙 1.有 1歳10か月 4.各世帯

06_台東区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

06_台東区 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年 6.出生届受理時 10.特になし

07_墨田区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

07_墨田区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

08_江東区 1.はがき・手紙 1.有 1歳10か月 4.各世帯

08_江東区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

08_江東区 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳0か月

09_品川区 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月 4.各世帯 10.特になし

09_品川区 1.はがき・手紙 2.無 通年
7.同自治体の他

部署
7.同自治体の他

部署

09_品川区 3.チラシ配布 1.有 1歳10か月 4.各世帯 10.特になし

10_目黒区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

10_目黒区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

10_目黒区 8.広報誌への掲載 1.有 4月 4.各世帯
6.管内の店舗
（スーパーマー
ケット・図書館・

11_大田区 1.はがき・手紙 1.有 1歳10か月

11_大田区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

11_大田区 8.広報誌への掲載 2.無 通年

12_世田谷区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 1歳10か月 4.各世帯

12_世田谷区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

12_世田谷区 6.スマートフォンアプリ 2.無 1歳0か月

生後1か月半で送付する予診票にお知らせ及び医療機関一覧を同封

生後1か月半で送付する予診票にアプリ案内チラシを添付

転入者への個別通知。MR1期予診票に医療機関一覧を同封

https://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/yobousessyu/kodomoyobouteiki-
nini/kodomoyobou.html#mr

MR1期の予診票を１歳になる前に郵送

誕生月の前月に予診票を個別通知

1歳10か月になる月時点で未接種者にはがきで勧奨

https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/mokutei/kenkou_iryou/yobo
usesshu/teiki/mr/mr1.html

はがきを別添します。

https://www.city.koto.lg.jp/260501/kodomo/iryo/yobo/70201.html

予防接種スケジュールの管理アプリ

有効期限が迫った未接種者への勧奨ちらしを個別発送（毎月）

予診票発送（個別通知）

転入者へちらし配布

1歳10か月時点で未接種者に個別通知

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/yobou_sessyu/kodomo/H24MRoshira
se.html

年２回掲載（7月と２月）

https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/yobousesshu/mashin
.html

4月1日号の区報に掲載

https://www.city.setagaya.lg.jp/02015/3083.html

区の公式LINEアカウントで配信を実施している。

1歳前：予防接種の予診票・お知らせを送付。
1歳10ヵ月：未接種の方に対して勧奨通知を送付。



１（１）．麻しん風しん定期接種第１期

① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

13_渋谷区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯 10.特になし

13_渋谷区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

13_渋谷区 5.SNS 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

14_中野区 12.その他（予診票送付） 1.有 1歳前 4.各世帯

14_中野区 2.メール 2.無 4.各世帯

14_中野区 4.ホームページ掲載 2.無 4.各世帯

15_杉並区 1.はがき・手紙 1.有 通年 10.特になし 10.特になし

15_杉並区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

15_杉並区 1.はがき・手紙 1.有 7.転入届受理時 10.特になし 10.特になし

15_杉並区 1.はがき・手紙 1.有 1歳8か月 1歳9か月 1歳10か月 10.特になし 10.特になし

15_杉並区 8.広報誌への掲載 2.無
5.子ども予防接

種週間
10.特になし 10.特になし

16_豊島区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

16_豊島区 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳0か月
9.その他（本人ス
マートフォン端

末）

16_豊島区
12.その他
（転入者接種勧奨　）

1.有 通年 4.各世帯

17_北区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

17_北区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

17_北区 1.はがき・手紙 1.有 通年 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

17_北区 1.はがき・手紙 2.無 通年

18_荒川区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

18_荒川区 1.はがき・手紙 1.有 1歳9か月 4.各世帯

18_荒川区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

生まれた月の翌月末に予診票一式（ＭＲ1期の予診票を含む）を送付している。

LINE登録者に対して、子育て応援メールを配信している。

毎月末、翌月に1歳の誕生日を迎える者に個別通知（予診票送付）

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/iryo-kenko/yobo-
sesshu/kodomo_teiki.html

渋谷区公式ＬＩＮＥにて毎月15日ごろ個別に投稿

生後3か月になるまでに予診票（冊子）を送付

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s047/966.html

転入者に対しはがきにて案内

年４回（6月・9月・12月・3月）個別通知
（まもなく2歳となる未接種者を抽出し、はがきにて勧奨）

MRワクチンの専用ページを設け、対象者、予診票の発送時期、ワクチンについての
説明等を記載している。

予診票等の個別通知は、1歳になる前月に水痘とともに郵送している

予診票にお知らせを同封し個別発送。

予防接種のスケジュール管理ができる子育てアプリで、接種時期をお知らせ。

転入者へ、未接種分予診票の請求についてお知らせを窓口で配布。

対象者に接種予診票を発送

未接種の対象者に接種勧奨通知を発送

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kosodate/nyuuyouji/korona20200424.html
#mr

https://www.city.kita.lg.jp/children-
edu/childcare/1018252/1018253/1002807/1002817.html

転入した1歳児の子どもがいる家庭へ健診と予防接種歴を確認する通知を他部署より
郵送している

予防接種の通知に用いる封筒に任意接種の案内を掲載している



１（１）．麻しん風しん定期接種第１期

① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

19_板橋区 1.はがき・手紙 1.有 通年
9.その他（　　特

になし　）
4.各世帯 10.特になし

19_板橋区 4.ホームページ掲載 2.無 通年
10.その他（　　特

になし　）
10.特になし 10.特になし

19_板橋区 8.広報誌への掲載 2.無
9.その他（　　子
ども予防接種週

間）
10.特になし 10.特になし

19_板橋区 7.ポスター掲示 2.無
9.その他（　　子
ども予防接種週

間）

5.自治会の掲示
板等

5.管内の自治会
等

19_板橋区
12.その他
（予診票の送付　　　　）

1.有 通年
9.その他（　特に

なし）
4.各世帯 10.特になし

20_練馬区 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

20_練馬区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

20_練馬区 5.SNS 2.無 通年

20_練馬区 8.広報誌への掲載 2.無 通年

21_足立区 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月 7.転入届受理時 4.各世帯 10.特になし

21_足立区 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年 4.各世帯 10.特になし

21_足立区 8.広報誌への掲載 2.無 通年 4.各世帯 10.特になし

21_足立区 3.チラシ配布 2.無 通年
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

21_足立区 3.チラシ配布 2.無
5.子ども予防接

種週間
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

22_葛飾区 1.はがき・手紙 1.有
9.その他（はがき

送付）

22_葛飾区 3.チラシ配布 1.有 1歳前 1歳0か月
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

22_葛飾区 3.チラシ配布 1.有 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
9.その他（お知ら

せ同封）
7.同自治体の他

部署

22_葛飾区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

22_葛飾区 7.ポスター掲示 2.無 通年
1.幼稚園・保育

園等
3.医療機関等

1.幼稚園・保育
園等

3.医療機関等

23_江戸川区 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月 4.各世帯 10.特になし

23_江戸川区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

23_江戸川区 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳0か月 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

3月1日～15日頃まで掲示

生後11か月末に対象者に予診票送付

1歳10か月時点で未接種の方へ送付

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kenshin/yobou/1049862/1016169/10026
00.html

１歳到達時の月に予診票とお知らせを送付。転入時は個別発行。

保護者の登録制。接種予定日の１か月前から通知（アプリ、メール）

4月の年度初めに、小児定期予防接種の送付時期のまとめ記事を掲載、また、土曜
外来実施の周知のため2～3か月に1度記事を掲載。

生後11か月になる月に、予診票とお知らせを送付

保育施設在籍の対象者の保護者にチラシを配付

健診票送付時にお知らせを同封

【定期】https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001800/1002040.html
【任意】https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001800/1002031.html

区内医療機関及び保育施設にポスター掲示

「予防接種はお済みですか？」のチラシを区内全幼稚園、保育園へ配布（在籍園児
分）

予防接種週間の期間に行う、休日予防接種外来の周知ポスターを配布。

未接種者に区単独の任意予防接種の案内はがきを送付

予診票の送付

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e054/kenko/iryo/yobosesshu/mr.html

子育て応援アプリ「ぴよナビ えどがわ」



１（１）．麻しん風しん定期接種第１期

① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

24_八王子市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前
9.その他（月齢
通知として、水

痘、おたふくのお
4.各世帯

24_八王子市 5.SNS 1.有 1歳前 1歳0か月 1歳2か月 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

24_八王子市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

24_八王子市 9.対面での説明（定期健診等） 2.無 1歳6か月
7.同自治体の他

部署
7.同自治体の他

部署
3.医療機関等

25_立川市 8.広報誌への掲載 2.無 通年 4.各世帯

25_立川市 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年 4.各世帯

26_武蔵野市 3.チラシ配布 1.有 1歳前 4.各世帯

26_武蔵野市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

26_武蔵野市 5.SNS 2.無 通年

26_武蔵野市 8.広報誌への掲載 2.無 通年

27_三鷹市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

27_三鷹市 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳0か月 1歳10か月

27_三鷹市 8.広報誌への掲載 2.無

28_青梅市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

28_青梅市 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

28_青梅市 9.対面での説明（定期健診等） 2.無 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
10.特になし 10.特になし

 別添資料01参照。また、2歳前に未接種者に対して再勧奨通知はがきを送付

 すくすくメールは、八王子市公式LINEに「妊娠週数」や「お子さんの生年月日」を登録
すると、妊娠週数やお子さんの月齢に合わせた子育て支援情報が配信されるサービ
ス。妊娠週数及び3歳未満のお子さんの生年月日を登録している方が対象。
　時期①～③に加え、1歳7か月にも配信有り。

年度内に一度掲載

登録者に対しお子様の接種状況と今後の接種スケジュールを最初に入力してもらい、
接種時期が近くなると通知で知らせる。

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/yobosesshu/koyobosesshu/
p002658.html

 健診前の事前アンケートにて接種済の種目を聞き取る。健診時、保健師及び診察医
師から未接種の種目について勧奨。

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055582.html

https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_hoken/yobosesshu/kodomo
/1006703.html

X（旧ツイッター）「東京都武蔵野市」（@musashino_hope）、Facebook「武蔵野市」、
LINE「武蔵野市」、令和６年８月15日、令和７年２月15日

http://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/74/66950.html

スマートフォンアプリ「ゆめうめちゃんの子育て・予防接種ナビ」に生年月日を登録して
いる方には接種のできる時期が近づいたタイミングでリマインドの通知を送っている。

市の子育て支援アプリをダウンロードしている方に対し、予防接種スケジュール機能
のなかで、１歳及び1歳10か月の誕生日当日にプッシュ通知を発信している。
（アプリの案内は妊娠届出時、生後２か月開始の予診票及び麻しん風しん定期接種
第1期予診票発送時にチラシを同封して周知している）
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① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

29_府中市
12.その他
（　ふちゅう子育て応援アプリ ）

1.有 通年 10.特になし
9.その他（　委託

事業者　）

29_府中市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

29_府中市
12.その他
（ 子育て情報誌　）

2.無 通年 10.特になし
7.同自治体の他

部署

29_府中市
12.その他
（ 妊婦向け情報冊子　　）

2.無 通年 10.特になし
7.同自治体の他

部署

29_府中市
12.その他
（　告示　　）

2.無
9.その他（　市の

庁舎　　）
7.同自治体の他

部署

29_府中市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯 10.特になし

29_府中市 8.広報誌への掲載 2.無 10.特になし
7.同自治体の他

部署

30_昭島市 8.広報誌への掲載 2.無 10.特になし

30_昭島市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

30_昭島市 6.スマートフォンアプリ 2.無 1歳前 6.出生届受理時 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

30_昭島市 3.チラシ配布 2.無 1歳前 6.出生届受理時 4.各世帯 10.特になし

31_調布市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

31_調布市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

31_調布市 8.広報誌への掲載 2.無

31_調布市 9.対面での説明（定期健診等） 2.無

32_町田市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 1歳6か月 4.各世帯

32_町田市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

32_町田市 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳前 1歳0か月 6.出生届受理時

33_小金井市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 特になし 4.各世帯 10.特になし

34_小平市 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月 4.各世帯

34_小平市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

34_小平市 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳0か月

35_日野市 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月 4.各世帯

35_日野市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

35_日野市 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年

子育て所管部署と連携

平成30年4月より発行

告示所管部署と連携し4月に行う

個別通知

広報所管部署と連携し4月に行う

登録者へ希望日（1週間前・前日）にメールにてスケジューラ通知

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/boshinokenko/yobo/teikiyobou
seshuichiran.html

生後10か月に達する月の下旬に毎月対象者に送付。転入者は別途対応。添付資料
あり。

https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037052.html

R7.1に，MRの勧奨として掲載，R7.3に予防接種全体としての勧奨

https://www.city.akishima.lg.jp/s002/010/110/010/170/060/HP/2025_0401_14.pdf

https://www.city.akishima.lg.jp/s048/010/010/030/070/20160330185539.html

出生届があった世帯に対し、予防接種スケジュール管理アプリの案内を送っている。
最新の予防接種情報を確認でき、リマインドが送られる。

https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/1/10/kakusyuyobousessyu/2277.html

予防接種スケジュールシステムに登録した方に対し、接種予定日に合わせたメール
配信やプッシュ通知を行う

「元気に育て調布っこ」「子育てガイド」などの冊子をゆりかご調布面接や出生後に配
布し，説明

満1歳の誕生月に予診票を個別に送付

出生時に個別通知を行っている。

予防接種の対象年齢となる時期をアプリ上で通知
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① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

36_東村山市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 1歳10か月 4.各世帯

36_東村山市 3.チラシ配布 1.有 1歳5か月
2.1歳6か月児健

診
4.各世帯

36_東村山市 9.対面での説明（定期健診等） 1.有 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
7.同自治体の他

部署
7.同自治体の他

部署

36_東村山市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

37_国分寺市 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月 4.各世帯 10.特になし

37_国分寺市 3.チラシ配布 2.無 1歳6か月
9.その他（1歳6
か月児健診）

7.同自治体の他
部署

37_国分寺市 7.ポスター掲示 2.無 3.医療機関等 3.医療機関等

37_国分寺市 7.ポスター掲示 2.無
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

37_国分寺市 6.スマートフォンアプリ 2.無

38_国立市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

38_国立市 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年

38_国立市 9.対面での説明（定期健診等） 2.無 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診

39_福生市 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月 10.特になし 10.特になし

39_福生市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

39_福生市 8.広報誌への掲載 2.無 通年
9.その他（全戸

配布）
10.特になし

40_狛江市 1.はがき・手紙 1.有 通年 1歳前 4.各世帯

40_狛江市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

40_狛江市 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年
8.他のワクチン

接種時

40_狛江市 8.広報誌への掲載 2.無
5.子ども予防接

種週間
4.各世帯

40_狛江市
12.その他
（1歳6か月児健診時）

2.無 通年 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
9.その他（保健セ

ンター）
7.同自治体の他

部署

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kodomokenko/1saiijo/kosoda
teshien-mr.html

1歳の誕生日の前月に予診票と案内を個別送付

子育てアプリの案内を新生児訪問時に配布。予防接種スケジュールを設定すれば、
プッシュ通知やメールでお知らせがくる。

市医師会を経由し、MRワクチン実施医療機関へポスター掲示と、受診時の口頭勧奨
を依頼した。

市内幼稚園・保育園へ、ポスターの掲示とほけんだより等への啓発文記載を依頼し
た。

MRワクチンの接種期間延長のお知らせに併せて、プッシュ通知で勧奨（接種期間延
長の対象者のみ）

1歳の誕生日の月末に個別通知

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/health/1002499.html

誕生前月に個別通知

https://komae-kosodate.net/article_docs/751.html

集団健診時に母子手帳にて確認
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① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

41_東大和市 1.手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

41_東大和市 3.チラシ配布 1.有 通年 通年 1歳6か月
9.その他（１歳６
か月児健診）

4.各世帯

41_東大和市 4.ホームページ掲載 1.有 通年

41_東大和市 8.広報誌への掲載 1.有 4月 2月

42_清瀬市 1.はがき・手紙 1.有 1歳9か月 4.各世帯 10.特になし

42_清瀬市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

42_清瀬市 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳0か月 4.各世帯 10.特になし

42_清瀬市 8.広報誌への掲載 2.無 通年 4.各世帯 10.特になし

43_東久留米市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

43_東久留米市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

43_東久留米市 6.スマートフォンアプリ 2.無 1歳0か月

43_東久留米市 8.広報誌への掲載 2.無 通年

44_武蔵村山市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

44_武蔵村山市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

44_武蔵村山市 9.対面での説明（定期健診等） 1.有 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
7.同自治体の他

部署
7.同自治体の他

部署

44_武蔵村山市 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳前
8.他のワクチン

接種時

45_多摩市 3.チラシ配布 1.有 1歳0か月 4.各世帯

45_多摩市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

45_多摩市
12.その他
（にゃんとも子育てLINE）

2.無 1歳0か月 10.特になし

45_多摩市 9.対面での説明（定期健診等） 1.有 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
7.同自治体の他

部署
7.同自治体の他

部署

46_稲城市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前
9.その他（１歳児

歯科検診）
4.各世帯 3.医療機関等

46_稲城市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

時期①毎月対象者に個別通知。接種開始時期をタイムリーにお知らせするために、１
歳の誕生日直前に予診票を送付する。

時期①年度当初に健康づくりカレンダーを全戸配布　時期②窓口では、子どもの定期
予防接種のお知らせ(標準的な接種期間や対象年齢、予診票送付時期等を一覧表に
まとめたもの)を配布　時期③１歳６か月児健診受付時に、接種記録を確認し、未接種
者に接種を呼びかけている。

予診票の紛失や再発行申請は、保健センターに来所する以外にも、ホームページか
らオンライン申請にて受付し、予診票を郵送する。

https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kodomokenkoukanri/kodomonoyobo
usesshu/1013976.html

アカウント名：「母子モ」　投稿年月日：令和7年4月1日

時期①４月１日号、時期②２月１日号にＭＲ１期・２期の費用助成について掲載してい
る。

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/kenshin/yobousesshu/1003787.
html

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kenko/chusha/1009253.html

アプリ登録者のみ

毎月１５日号に掲載

毎月対象者を抽出して、個別通知を発送

https://www.city.tama.lg.jp/kenkofukushi/1008237/kenshin/chusha/1002809.html

7日に１回配信

出生後初めての予防接種個別通知送付の際に、予防接種スケジュール管理アプリの
案内を同封している。

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/iryou_kenkou/1003044/1003264/1003273.ht
ml
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① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

47_羽村市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前
9.その他（特にな

し）
4.各世帯 10.特になし

47_羽村市 4.ホームページ掲載 2.無 通年
9.その他（特にな

し）
10.特になし 10.特になし

47_羽村市 8.広報誌への掲載 2.無
9.その他（特にな

し）
10.特になし 10.特になし

47_羽村市 8.広報誌への掲載 2.無
9.その他（特にな

し）
10.特になし 10.特になし

48_あきる野市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 1歳10か月

48_あきる野市 4.ホームページ掲載 2.無

48_あきる野市 6.スマートフォンアプリ 1.有

49_西東京市 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

49_西東京市 1.はがき・手紙 1.有 1歳8か月
9.その他（２歳相

談会案内　）
4.各世帯

49_西東京市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

49_西東京市 6.スマートフォンアプリ 2.無 1歳前 4.各世帯

50_瑞穂町 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯 3.医療機関等

51_日の出町 1.はがき・手紙 1.有 1歳前

51_日の出町 7.ポスター掲示 2.無 通年

51_日の出町 8.広報誌への掲載 2.無

51_日の出町 9.対面での説明（定期健診等） 2.無 1歳前 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
9.その他（保健セ

ンター）

52_檜原村 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯 10.特になし

52_檜原村 10.電話での説明 2.無 1歳前 4.各世帯 10.特になし

53_奥多摩町 1.はがき・手紙 1.有 1歳1か月
2.1歳6か月児健

診
4.各世帯

53_奥多摩町 8.広報誌への掲載 2.無 通年

53_奥多摩町 4.ホームページ掲載 2.無 通年

1歳の誕生月の前月末に、お知らせと予診票を個別に送付

出生届があった世帯に対し、予防接種スケジュール管理アプリの案内を送っている。

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000001359.html

その他の定期予防接種についても掲載（7月）

その他の定期予防接種についても掲載（2月）

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/bosi/yobosessyu/mashinfuushinkongou.
html

子育て応援アプリにて周知

出生日の翌月に予診票等を一斉送付

２歳相談会の案内に同封

電話での個別勧奨。

時期：年度末
予防接種個人台帳を就学前の子どものいる世帯に送付し、各世帯で未接種の予防接
種を確認した上で、接種してもらう。
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① ② ① ②
区市町村名 方法

個別通知（発
送）の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

54_大島町 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

54_大島町 4.ホームページ掲載 2.無 通年

54_大島町 4.ホームページ掲載 2.無 患者発生時

54_大島町 8.広報誌への掲載 2.無 通年

54_大島町 9.対面での説明（定期健診等） 1.有 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
9.その他（健診

場所）
9.その他（福祉
けんこう課　）

55_利島村 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月 3.医療機関等 4.各世帯 3.医療機関等

55_利島村 10.電話での説明 1歳0か月 3.医療機関等 4.各世帯

56_新島村 9.対面での説明（定期健診等） 2.無 1歳0か月 1歳6か月
2.1歳6か月児健

診
4.各世帯

9.その他（健診
会場　）

56_新島村 10.電話での説明 2.無 通年 4.各世帯

57_神津島村
11.他のワクチン接種時におけ
るMR接種勧奨

1.有 通年
8.他のワクチン

接種時
4.各世帯 10.特になし

58_三宅村 1.はがき・手紙 1.有 1歳0か月

59_御蔵島村

60_八丈町

61_青ヶ島村

62_小笠原村 1.はがき・手紙 1.有 1歳前 4.各世帯

予防接種のご案内。

未回答

未回答

未回答

年度当初または転入時に個人ごとの年間接種スケジュールを通知

個々の接種日時が近づいたら（接種前日など）電話で個別に連絡

都内で麻しん患者が発生した場合は、大島町LINEを通じて注意喚起と接種の呼びか
けを行う。https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/kenkou/vaccination.html
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/kenkou/huusintyuuikannki.html

５月と２月接種勧奨

未接種者に医師から指導。

ファーストバースデー事業での1歳児訪問時に接種勧奨。

接種予約は保健センターが実施。6年度前期はワクチン不足が発生したため、入荷次
第、順次対象者に電話連絡を実施。

1歳の誕生日月に個別通知



予防接種の接種率の向上のための取組状況調査（令和６年度実績、令和７年度計画・実績）

１．麻しん風しん定期接種第１期および第２期対象者への情報発信の実施状況について

１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②

01_千代田区 1.はがき・手紙 1.有 9月 1月

01_千代田区 3.チラシ配布 2.無 1月
4.入園・入学説

明会
2.小学校

7.同自治体の他
部署

2.小学校

01_千代田区 5.SNS 3.無

01_千代田区 6.スマートフォンアプリ 4.無 4月 8月 12月

01_千代田区 8.広報誌への掲載 5.無 6月 10月 3月

01_千代田区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

02_中央区 1.はがき・手紙 1.有 1歳10か月 4.各世帯

02_中央区 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診
1.幼稚園・保育

園等

02_中央区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

02_中央区 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年

02_中央区 7.ポスター掲示 2.無
1.幼稚園・保育

園等

02_中央区 8.広報誌への掲載 2.無

03_港区
12.その他
（予診票とお知らせの送付）

1.有 3月 4.各世帯 3.医療機関等

03_港区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

03_港区 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年 4.各世帯

関連行事等
実施場所・送付先 連携先

備考

９・１月の各時点で接種記録が確認できない方に対し通知
（令和７年度のみ）令和６年度対象者のうち、接種記録が確認できない方に通
知

区市町村名 方法
個別通知（発送）

の有無
時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

就学前健康診断送付物に同封

https://www.city.chuo.lg.jp/a0031/kenkouiryou/iryou/yobousesshu/mashin/
masinhuusinyobousesyunituite.html

区のバスに掲示

【アカウント】X：　@chiyoda_city
　　　　　　　　Facedbook：　city.chiyoda
【投稿日】2024/8/6、2025/2/28、2025/4/10、2025/8/5
※X、Facebookすべて同日に投稿
※2025/4/10は当年度限り（R6年度対象者に長期療養特例について通知）

スマートフォンアプリではなくWebアプリ

表に記載の時期のほか、８・２月に他の定期予防接種とあわせて打ち忘れの
注意喚起記事を掲載

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/kosodate/yobosesshu/tekiyo
bo/index.html

未接種者へのはがき送付

時期は年長児になる前の3月末

お子さんの定期予防接種はお済みですか？
https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/yobosessyu/yo
bousessyu/misessyu.html

子どもの予防接種について
https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/yobosessyu/ko
domo.html

みなと母子(親子）手帳アプリ(予防接種スケジューラー）
https://www.city.minato.tokyo.jp/hokenyobou/kenko/kenko/yobosessyu/apl
i.html

資 料 ８－２



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

04_新宿区
12.その他
（予診票の送付）

1.有 4.各世帯

04_新宿区 1.はがき・手紙 1.有 通年 4.各世帯

04_新宿区 7.ポスター掲示 2.無 通年
1.幼稚園・保育

園等
3.医療機関等

1.幼稚園・保育
園等

3.医療機関等

04_新宿区 1.はがき・手紙 1.有 7月 1月 4.各世帯

04_新宿区 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校
7.同自治体の他

部署

04_新宿区 3.チラシ配布 2.無 11月
4.入園・入学説

明会
4.各世帯

7.同自治体の他
部署

04_新宿区 9.対面での説明（定期健診等） 1.有 通年
9.その他（地区
保健師による訪

問）

04_新宿区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

04_新宿区 8.広報誌への掲載 2.無 通年

05_文京区 1.はがき・手紙 1.有 3月 1月 4.各世帯

05_文京区 3.チラシ配布 1.有 10月 3.就学時健診 2.小学校 2.小学校

05_文京区 3.チラシ配布 1.有 12月
9.その他（冬休

み前）
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

05_文京区 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年

05_文京区
12.その他
（予診票等送付）

1.有 通年 4.各世帯

05_文京区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

05_文京区 8.広報誌への掲載 2.無 2月

06_台東区 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯

06_台東区 1.はがき・手紙 1.有 7月 12月 2月 4.各世帯

06_台東区 3.チラシ配布 1.有 2月 11月
9.その他（就学
時検診、入学説

明会
2.小学校

7.同自治体の他
部署

2.小学校

06_台東区 8.広報誌への掲載 2.無 3月 11月 2月
5.自治会の掲示

板等

06_台東区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

定期接種対象年次を迎える児童に予診票とお知らせを個別送付。また転入者
等からの希望に応じ随時発行。お知らせについては、英語を利用する方に分
かりやすいよう修正し令和6年1月より修正版を発送。

年長児を含む転入世帯の転入月の翌月に予防接種の通知を送付し、接種漏
れについて注意喚起をしている。

区内保育施設、医療機関に東京都作成の勧奨ポスターの掲示を依頼。

7月と1月にMR第2期未接種者に対し、勧奨はがきを送付。

MR第2期勧奨はがきが区に返戻された方で現在新宿区民である方を対象に、
地区保健師による接種勧奨を兼ねた安否確認を実施。

就学時健診の案内時にMRを含む予防接種の勧奨チラシを同封。

次年度の就学児童に対しチラシ。入学通知を送付時に同封。

転入者への個別通知。MR2期予診票にお知らせ及び医療機関一覧を同封

https://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/kenko/yobousessyu/kodomoyobouteiki
-nini/kodomoyobou.html#mr

R6.3予診票を個別通知

R6.6月末、R6.11月末、R7.1月末時点の未接種者（転入者含）にはがきで勧奨

小学校就学前検診及び入学前説明会にてチラシ配布

https://www.city.shinjuku.lg.jp/kenkou/yobo01_002264.html
https://www.foreign.city.shinjuku.lg.jp/en/news/240715_2/

接種開始前3月に予診票送付、お知らせ及び医療機関一覧を同封、1月頃に
勧奨はがき送付

学務課と連携

学務課・幼児保育課と連携

①R6.3月6年度対象者向け予診票発送の旨②R6.11月定期接種を逃した方へ
任意接種費用助成の案内　③R7.2月接種期限が迫っている旨

https://www.city.taito.lg.jp/kosodatekyouiku/kosodate/mokutei/kenkou_iryo
u/yobousesshu/teiki/mr/mr1.html



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

07_墨田区 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯

07_墨田区 1.はがき・手紙 1.有 7月 12月 4.各世帯

07_墨田区 8.広報誌への掲載 2.無 4月 8月

07_墨田区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

07_墨田区 7.ポスター掲示 2.無 10月 11月 3.就学時健診 2.小学校 2.小学校
7.同自治体の他

部署

07_墨田区 3.チラシ配布 1.有 1月
9.その他（入学

前説明会）
2.小学校 2.小学校

7.同自治体の他
部署

08_江東区 1.はがき・手紙 1.有 10月 4.各世帯

08_江東区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

08_江東区 6.スマートフォンアプリ 1.有 1歳0か月

08_江東区 7.ポスター掲示 2.無 2月 3.医療機関等
1.幼稚園・保育

園等
3.医療機関等

1.幼稚園・保育
園等

09_品川区 1.はがき・手紙 1.有 4月 4.各世帯 10.特になし

09_品川区 3.チラシ配布 2.無 通年
7.同自治体の他

部署
7.同自治体の他

部署

09_品川区 3.チラシ配布 1.有 10月 3.就学時健診 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

09_品川区 3.チラシ配布 1.有 2月 4.各世帯 10.特になし

10_目黒区 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯

10_目黒区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

10_目黒区 8.広報誌への掲載 1.有 4月 12月 4.各世帯
9.その他（スー

パーマーケット・
図書館・駅・郵便

10_目黒区 6.スマートフォンアプリ 1.有 8月 1月
9.その他（対象
年齢の保護者）

10_目黒区 3.チラシ配布 1.有 9月 3.就学時健診 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

11_大田区 1.はがき・手紙 1.有 1月

11_大田区 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校

11_大田区 3.チラシ配布 2.無 1月
4.入園・入学説

明会
2.小学校

11_大田区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

11_大田区 8.広報誌への掲載 2.無 7月 2月

はがきを別添します。

3月下旬に次年度年長になる年齢の子に予診票を一斉発送

未接種者に対して、個別に勧奨はがきを送付(独自に作成した動画への二次
元コードリンクを添付)

https://www.city.koto.lg.jp/260501/kodomo/iryo/yobo/70201.html

予防接種スケジュールの管理アプリ

12月時点で未接種者に個別通知

https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/yobou_sessyu/kodomo/H24M
Roshirase.html

https://www.city.meguro.tokyo.jp/hokenyobou/kenkoufukushi/yobousesshu/
mashin.html

4月1日号・12月1日号の区報に掲載



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

12_世田谷区 1.はがき・手紙 1.有 1月 3月 4.各世帯

12_世田谷区 3.チラシ配布 1.有 10月 12月 2.小学校

12_世田谷区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

13_渋谷区 1.はがき・手紙 1.有 2月 4.各世帯 10.特になし

13_渋谷区 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯 10.特になし

13_渋谷区 4.ホームページ掲載 2.無 通年
9.その他（

）
10.特になし

13_渋谷区 8.広報誌への掲載 2.無 2月 10.特になし 10.特になし

14_中野区 12.その他（予診票送付） 1.有 4月 4.各世帯

14_中野区 1.はがき・手紙 1.有 1月 4.各世帯

14_中野区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 4.各世帯

14_中野区 8.広報誌への掲載 2.無 4月 4.各世帯

14_中野区 2.メール 2.無 通年 4.各世帯

15_杉並区 1.はがき・手紙 1.有 10.特になし 10.特になし

15_杉並区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

15_杉並区 1.はがき・手紙 1.有 7.転入届受理時 10.特になし 10.特になし

15_杉並区 1.はがき・手紙 1.有 9月 3.就学時健診 10.特になし
7.同自治体の他

部署

15_杉並区 1.はがき・手紙 1.有 2月 10.特になし 10.特になし

15_杉並区 8.広報誌への掲載 2.無 3月
5.子ども予防接

種週間
10.特になし 10.特になし

16_豊島区 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯

16_豊島区 3.チラシ配布 2.無 1月
4.入園・入学説

明会
2.小学校

16_豊島区 1.はがき・手紙 1.有 1月 4.各世帯

16_豊島区 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年 4.各世帯

16_豊島区
12.その他
（転入者接種勧奨）

1.有 通年 4.各世帯

当該年度対象者に勧奨の個別通知（お知らせのみ送付）

翌年度対象者に個別通知（予診票送付）

1月：未接種の方に対して勧奨通知を送付。
3月：予防接種予診票・お知らせを送付。

10月：小学校就学時検診で勧奨通知を配布。
12月：新小1保護者説明会で勧奨通知を配布。

https://www.city.setagaya.lg.jp/02015/3083.html

ＭＲ２期未接種者に対して、はがきを送付している。

MRワクチンの専用ページを設け、対象者、予診票の発送時期、ワクチンにつ
いての説明等を記載している。

中野区報へ掲載（中野区では全ての世帯に配布）

LINE登録者に対して、子育て応援メールを配信している。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/iryo-kenko/yobo-
sesshu/kodomo_teiki.html

4月から年長になる子どもに対して、予診票を送付している。

予診票にお知らせを同封し個別発送。

教育委員会と連携し、小学校入学説明会の資料にチラシを同封。

未接種記録に基づき個別通知。

予防接種のスケジュール管理ができる子育てアプリで、接種時期をお知らせ。

転入者へ、未接種分予診票の請求についてお知らせを窓口で配布。

3月個別通知（予診票送付）

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s047/966.html

3月～5月転入者に対し転入の翌月予診票送付

区教育委員会と連携。9月個別通知（就学時健診の案内にチラシを同封）

2月個別通知（未接種者を抽出し、はがきにて勧奨）



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

17_北区 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯

17_北区 3.チラシ配布 1.有 10月 3.就学時健診 2.小学校

17_北区 1.はがき・手紙 1.有 1月

17_北区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

17_北区 8.広報誌への掲載 2.無 4月 4.各世帯

17_北区 1.はがき・手紙 1.有 通年 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

18_荒川区 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯

18_荒川区 1.はがき・手紙 1.有 2月 4.各世帯

18_荒川区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

18_荒川区 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校 2.小学校
7.同自治体の他

部署

18_荒川区 8.広報誌への掲載 2.無 3月
5.子ども予防接

種週間
10.特になし

19_板橋区 4.ホームページ掲載 2.無 通年
9.その他（
特になし）

10.特になし 10.特になし

19_板橋区 8.広報誌への掲載 2.無 通年
9.その他（

子ども予防接種
週間）

10.特になし 10.特になし

19_板橋区 1.はがき・手紙 1.有 通年
9.その他（
特になし）

4.各世帯 10.特になし

19_板橋区
12.その他
（予診票の送付　）

1.有 通年
9.その他（
特になし）

4.各世帯 10.特になし

19_板橋区 7.ポスター掲示 2.無
9.その他（　　子
ども予防接種週

間）

5.自治会の掲示
板等

6.管内の店舗
（スーパーマー

ケット等）

20_練馬区 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯

20_練馬区 3.チラシ配布 2.無 5月 11月 1月 3.就学時健診
1.幼稚園・保育

園等
2.小学校

1.幼稚園・保育
園等

2.小学校

20_練馬区 4.ホームページ掲載 2.無 通年

20_練馬区 5.SNS 2.無 通年

20_練馬区 8.広報誌への掲載 2.無 通年

転入したMR第2期接種対象年齢の子どもがいる家庭へ健診と予防接種歴を確
認する通知を他部署より郵送している

対象者に接種予診票を発送

未接種の対象者に接種勧奨通知を発送

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a033/kosodate/nyuuyouji/korona202004
24.html#mr

予診票等の個別通知は、対象年度になる前の３月下旬に一斉発送で郵送して
いる

R6.1月個別通知（未接種者あて）

https://www.city.kita.lg.jp/children-
edu/childcare/1018252/1018253/1002807/1002821.html

就学前年度2月時点で未接種の方へ送付

就学前々年度3月末に対象者に予診票を送付

3月1日～15日頃まで掲示

荒川区教育委員会と連携（毎年配布）

あらかわ区報3月1日号（毎年掲載）
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/documents/39704/20250301_0.pdf

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kenshin/yobou/1049862/1016169
/1002600.html

年３回、幼稚園、保育園および小学校と連携し、対象世帯に勧奨チラシを配布



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

21_足立区 1.はがき・手紙 1.有 4月 7.転入届受理時 4.各世帯 10.特になし

21_足立区 1.はがき・手紙 1.有 12月 4.各世帯 10.特になし

21_足立区 8.広報誌への掲載 2.無 通年 4.各世帯 10.特になし

21_足立区 3.チラシ配布 2.無 通年
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

21_足立区 3.チラシ配布 2.無
5.子ども予防接

種週間
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

22_葛飾区 3.チラシ配布 1.有 7月
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

22_葛飾区 7.ポスター掲示 2.無 7月
1.幼稚園・保育

園等
3.医療機関等

1.幼稚園・保育
園等

3.医療機関等

22_葛飾区 3.チラシ配布 1.有 10月 11月 3.就学時健診 2.小学校 2.小学校
7.同自治体の他

部署

22_葛飾区 1.はがき・手紙 1.有 1月
9.その他（はがき

送付）

22_葛飾区 7.ポスター掲示 2.無 1月
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等
7.同自治体の他

部署

22_葛飾区 1.はがき・手紙 1.有 3月
9.その他（はがき

送付）

22_葛飾区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

23_江戸川区 1.はがき・手紙 1.有 4月 12月 4.各世帯 10.特になし

23_江戸川区 3.チラシ配布 2.無 通年 2.小学校 2.小学校
7.同自治体の他

部署

23_江戸川区 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

23_江戸川区 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

24_八王子市 1.はがき・手紙 1.有 3月
9.その他（おたふ
く年長のお知ら
せと共に送付）

4.各世帯

24_八王子市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

24_八王子市 3.チラシ配布 1.有 9月 3.就学時健診 2.小学校 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

25_立川市 8.広報誌への掲載 2.無 通年 4.各世帯

25_立川市 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年 4.各世帯

小学校就学前１年前（年長）の４月に対象者へ予診票とお知らせを送付。転入
は、転入時に個別発行。

未接種者へ勧奨はがきを発送。

4月の年度初めに、小児定期予防接種の送付時期のまとめ記事を掲載、ま
た、土曜外来実施の周知のため2～3か月に1度記事を掲載。

「予防接種はお済みですか？」のチラシを区内全幼稚園、保育園へ配布（在籍
園児分）

予防接種週間の期間に行う、休日予防接種外来の周知ポスターを配布。

未接種者に区単独の任意予防接種の案内はがきを送付

【定期】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001800/1002040.html
【任意】
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000050/1001800/1002031.html

４月：予診票を送付
12月：未接種者に対し、ハガキを送付

就学時健診時にチラシ配布

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e054/kenko/iryo/yobosesshu/mr.html

子育て応援アプリ「ぴよナビ えどがわ」
5歳の誕生日に合わせて通知　※年度毎の設定不可

保育施設在籍の対象者の保護者にチラシを配付

区内医療機関及び保育施設にポスター掲示

区立小学校で実施する就学時健診においてチラシを配付

未接種者に定期接種勧奨はがきを送付

保育施設にポスター掲示

年度内に一度掲載

登録者に対しお子様の接種状況と今後の接種スケジュールを最初に入力して
もらい、接種時期が近くなると通知で知らせる。

　翌年度の4月から小学校就学前年度となる対象者に、3月に通知はがきを送
付。また、8、11、2月に麻しん風しん定期接種第2期の接種を受けていない方
に再勧奨通知を送付。

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/yobosesshu/koyobos
esshu/p002658.html

　就学時健診の通知の送付時、「予防接種は済みましたか」のお知らせを同
封。
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① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

26_武蔵野市 3.チラシ配布 1.有 3月 4.各世帯

26_武蔵野市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

26_武蔵野市 5.SNS 2.無 通年

26_武蔵野市 8.広報誌への掲載 2.無 4月

26_武蔵野市 1.はがき・手紙 1.有 12月 4.各世帯

27_三鷹市 3.チラシ配布 1.有 9月 3.就学時健診 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

27_三鷹市 3.チラシ配布 1.有 2月
9.その他（

）

27_三鷹市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

27_三鷹市 6.スマートフォンアプリ 1.有 2月

27_三鷹市 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年

27_三鷹市 8.広報誌への掲載 2.無 通年

28_青梅市 1.はがき・手紙 1.有 2月 4.各世帯 10.特になし

28_青梅市 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校
7.同自治体の他

部署

28_青梅市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

28_青梅市 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

https://www.city.musashino.lg.jp/kenko_fukushi/kenko_hoken/yobosesshu/k
odomo/1006703.html

X（旧ツイッター）「東京都武蔵野市」（@musashino_hope）、Facebook「武蔵野
市」、LINE「武蔵野市」、令和６年４月６日

個別通知　令和５年１２月末時点でMR第２期未接種の者を抽出し、2月9日に
発送

市教育委員会と連携

http://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/74/66950.html

スマートフォンアプリ「ゆめうめちゃんの子育て・予防接種ナビ」に生年月日を
登録している方には接種のできる時期が近づいたタイミングでリマインドの通
知を送っている。

9月に教育委員会で就学時健診のお知らせを保護者へ個別送付する際、勧奨
通知を同封してもらっている。

第２期の接種歴が確認できない当該年度対象市民に対し、接種期間の終了１
か月前に「３月末までに接種ください」という内容で再勧奨通知を個別送付して
いる。

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/055/055582.html

市の子育て支援アプリをダウンロードしている方に対し、ニュース配信機能の
なかで、該当の生年月日のお子さんを登録しているユーザーにプッシュ通知及
び年度末までニュース記事の掲載をしている。（2行上のチラシ配布と同時期）

市の子育て支援アプリをダウンロードしている方に対し、予防接種スケジュー
ル機能のなかで、５歳の誕生日当日にプッシュ通知を発信している。
（通知発信対象者を年齢で絞る方法となるため、対象前である方も含まれるが
5歳で情報提供している）
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① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

29_府中市
12.その他
（ ふちゅう子育て応援アプリ　）

1.有 通年 10.特になし
9.その他（　委託

事業者　）

29_府中市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

29_府中市
12.その他
（　子育て情報誌　　）

2.無 通年 10.特になし
7.同自治体の他

部署

29_府中市
12.その他
（　妊婦向け情報冊子　　）

2.無 通年 10.特になし
7.同自治体の他

部署

29_府中市
12.その他
（　告示　　）

2.無
9.その他（　市の

庁舎　）
7.同自治体の他

部署

29_府中市 1.はがき・手紙 1.有 4月 4.各世帯
9.その他（　委託

事業者　）

29_府中市 8.広報誌への掲載 2.無 10.特になし
7.同自治体の他

部署

29_府中市 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校 2.小学校
7.同自治体の他

部署

29_府中市 1.はがき・手紙 1.有 12月 4.各世帯
9.その他（　委託

事業者　）

30_昭島市 8.広報誌への掲載 2.無 4月 4.各世帯 10.特になし

30_昭島市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

30_昭島市 1.はがき・手紙 1.有 4月 1月 4.各世帯 10.特になし

31_調布市 1.はがき・手紙 1.有 4月 1月 4.各世帯 4.各世帯

31_調布市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

31_調布市 8.広報誌への掲載 2.無 1月 3月

31_調布市
12.その他
（　就学時健診のしおりに記載
）

2.無

32_町田市 1.はがき・手紙 1.有 3月 10月 4.各世帯

32_町田市 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校 2.小学校

32_町田市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

32_町田市 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年 6.出生届受理時

33_小金井市 1.はがき・手紙 1.有 4月 特になし 4.各世帯 4.各世帯

33_小金井市 1.はがき・手紙 1.有 2月 特になし 4.各世帯 4.各世帯

33_小金井市 8.広報誌への掲載 2.無 4月 特になし 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

告示所管部署と連携

個別通知

令和７年度は令和７年１１月時点での未接種者を抽出し、12月にはがきにて勧
奨予定

https://www.city.akishima.lg.jp/s002/010/110/010/170/060/HP/2025_0401
_14.pdf

https://www.city.akishima.lg.jp/s048/010/010/030/070/20160330185539.ht
ml

登録者へ希望日（1週間前・前日）にメールにてスケジューラ通知

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/boshinokenko/yobo/teik
iyobouseshuichiran.html

子育て所管部署と連携

平成30年4月より発行

広報所管部署と連携

市教育委員会と連携し10月に行う

R7.1に，MRの勧奨，R7.3に予防接種全体の勧奨として掲載

市教育委員会と連携

R6.4　小学校入学前年の４月に個別通知。
R7.1MR未接種者に勧奨の個別通知。

https://www.city.chofu.lg.jp/060070/p037052.html

対象者への個別通知

12月31日時点での未接種者へ個別通知

広報秘書係の市報に掲載

市教育委員会と連携

https://kosodate-
machida.tokyo.jp/mokuteki/1/10/kakusyuyobousessyu/2277.html

予防接種スケジュールシステムに登録した方に対し、接種予定日に合わせた
メール配信やプッシュ通知を行う



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

34_小平市 1.はがき・手紙 1.有 4月

34_小平市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

34_小平市 6.スマートフォンアプリ 1.有 4月

34_小平市 9.対面での説明（定期健診等） 2.無 3.就学時健診

35_日野市 1.はがき・手紙 1.有 4月 2月 4.各世帯

35_日野市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

35_日野市 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年

35_日野市 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校

36_東村山市 1.はがき・手紙 1.有 4月 12月 2月 4.各世帯

36_東村山市 3.チラシ配布 1.有 9月 3.就学時健診 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

36_東村山市 9.対面での説明（定期健診等） 1.有 10月 3.就学時健診 2.小学校
7.同自治体の他

部署

36_東村山市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

37_国分寺市 1.はがき・手紙 1.有 4月

37_国分寺市 3.チラシ配布 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校
7.同自治体の他

部署

37_国分寺市 1.はがき・手紙 1.有 1月

37_国分寺市 6.スマートフォンアプリ 2.無 4月

37_国分寺市 7.ポスター掲示 2.無 3.医療機関等 3.医療機関等

37_国分寺市 7.ポスター掲示 2.無
1.幼稚園・保育

園等
1.幼稚園・保育

園等

37_国分寺市 6.スマートフォンアプリ 2.無 7月

38_国立市 1.はがき・手紙 1.有 4月 10月 4.各世帯

38_国立市 3.チラシ配布 1.有 9月 3.就学時健診 4.各世帯

38_国立市 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年

38_国立市 9.対面での説明（定期健診等） 2.無 10月 3.就学時健診 2.小学校

就学1年前の4月に予診票を個別に送付

予防接種の対象年齢となる時期をアプリ上で通知

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/kodomokenko/1saiijo/
kosodateshien-mr.html

就学時健診の案内に東京都作成のリーフレットを同封

子育てアプリの案内を新生児訪問時に配布。予防接種スケジュールを設定す
れば、プッシュ通知やメールでお知らせがくる。

就学時健診の内科受診の際に医師が母子手帳を確認

MRワクチンの接種期間延長のお知らせに併せて、プッシュ通知で勧奨（接種
期間延長の対象者のみ）

市医師会を経由し、MRワクチン実施医療機関へポスター掲示と、受診時の口
頭勧奨を依頼した。

市内幼稚園・保育園へ、ポスターの掲示とほけんだより等への啓発文記載を
依頼した。

MR2期勧奨の内容について、対象年齢の方へプッシュ通知を実施。なお、R7
年度は、R8.1とR8.3にも同様のプッシュ通知を実施予定。

4月に予診票と案内を個別送付。10月には未接種者に対し勧奨はがきを送
付。
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① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

39_福生市 1.はがき・手紙 1.有 4月 10.特になし

39_福生市 1.はがき・手紙 1.有 2月 10.特になし

39_福生市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

39_福生市 8.広報誌への掲載 2.無 4月
9.その他（全戸

配布）

39_福生市 8.広報誌への掲載 2.無 10月
9.その他（全戸

配布）

40_狛江市 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯

40_狛江市 3.チラシ配布 2.無 11月 3.就学時健診 2.小学校
7.同自治体の他

部署

40_狛江市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし

40_狛江市 8.広報誌への掲載 2.無 3月
5.子ども予防接

種週間
4.各世帯

41_東大和市 1.手紙・はがき 1.有 4月 1月 4.各世帯

41_東大和市 3.チラシ配布 1.有 4月 通年
9.その他（５歳児

健診）
4.各世帯

41_東大和市 4.ホームページ掲載 1.有 通年 　

41_東大和市 8.広報誌への掲載 1.有 4月 2月

42_清瀬市 1.はがき・手紙 1.有 1月 4.各世帯 10.特になし

42_清瀬市 3.チラシ配布 1.有 9月 3.就学時健診 2.小学校 2.小学校

42_清瀬市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 3月
5.子ども予防接

種週間
10.特になし 3.医療機関等

42_清瀬市 6.スマートフォンアプリ 1.有 通年 4.各世帯 10.特になし

42_清瀬市 8.広報誌への掲載 2.無 3月
5.子ども予防接

種週間
10.特になし 3.医療機関等

教育部署との連携

https://komae-kosodate.net/article_docs/751.html

個別通知

基準日時点での未接種者へ個別通知

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/child/health/1002499.html

就学時健診時に各小学校よりMR2期の勧奨案内文を配布

通年：
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kodomokenkoukanri/kodomon
oyobousesshu/1013976.html
3月：
https://www.city.kiyose.lg.jp/kosodatekyouiku/kodomokenkoukanri/kodomon
oyobousesshu/1005667.html

時期①接種開始時期をタイムリーにお知らせするために、小学校に入学する
前年度の４月に合わせて、予診票を送付する。　時期②毎年１月頃(３月末で
接種期限が切れるその２か月前を目安)に、勧奨はがきを送付する。

時期①年度当初に健康づくりカレンダーを全戸配布　時期②窓口では、子ども
の定期予防接種のお知らせ(標準的な接種期間や対象年齢、予診票送付時期
等を一覧表にまとめたもの)を配布　時期③５歳児健診受付時に接種記録を確
認し、未接種者に接種を呼びかけている。

予診票の紛失や再発行申請は、保健センターに来所する以外にも、ホーム
ページからオンライン申請にて受付し、予診票を郵送する。

時期①４月１日号、時期②２月１日号にＭＲ１期・２期の費用助成について掲
載している。

アカウント名：「母子モ」　投稿年月日：令和6年4月1日



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

43_東久留米市 1.はがき・手紙 1.有 4月 12月 3月 4.各世帯

43_東久留米市 3.チラシ配布 1.有 10月 3.就学時健診 4.各世帯
7.同自治体の他

部署

43_東久留米市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

43_東久留米市 8.広報誌への掲載 2.無 通年

44_武蔵村山市 1.はがき・手紙 1.有 3月 12月

44_武蔵村山市 4.ホームページ掲載 2.無

44_武蔵村山市 8.広報誌への掲載 2.無

44_武蔵村山市 3.チラシ配布 1.有 9月 3.就学時健診
7.同自治体の他

部署

45_多摩市 3.チラシ配布 1.有 3月 4.各世帯

45_多摩市 3.チラシ配布 1.有 2月 4.各世帯

45_多摩市 4.ホームページ掲載 2.無 10.特になし 10.特になし

45_多摩市 3.チラシ配布 1.有 10月 3.就学時健診 2.小学校
7.同自治体の他

部署

46_稲城市 1.はがき・手紙 1.有 4月 4.各世帯 3.医療機関等

46_稲城市 8.広報誌への掲載 2.無 8月 10.特になし 10.特になし

46_稲城市 4.ホームページ掲載 2.無 通年 10.特になし 10.特になし

46_稲城市 3.チラシ配布 1.有 10月 3.就学時健診
9.その他（就学

時検診）
7.同自治体の他

部署

47_羽村市 1.はがき・手紙 1.有 通年
9.その他（特にな

し）
10.特になし 10.特になし

47_羽村市 1.はがき・手紙 1.有 1月
9.その他（特にな

し）
10.特になし 10.特になし

47_羽村市 4.ホームページ掲載 2.無 通年
9.その他（特にな

し）
10.特になし 10.特になし

47_羽村市 8.広報誌への掲載 2.無 7月
9.その他（特にな

し）
10.特になし 10.特になし

47_羽村市 8.広報誌への掲載 2.無 2月
9.その他（特にな

し）
10.特になし 10.特になし

48_あきる野市 1.はがき・手紙 1.有 4月 7月 12月

48_あきる野市 1.はがき・手紙 1.有 2月

48_あきる野市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

48_あきる野市 6.スマートフォンアプリ 1.有

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kenko/chusha/1009253.html

毎月１５日号に掲載

対象者を抽出して、個別通知を発送

１２月末日現在の未接種者を抽出して、個別通知を発送、送付文書あり

https://www.city.tama.lg.jp/kenkofukushi/1008237/kenshin/chusha/100280
9.html

市教育委員会と連携

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/kenshin/yobousesshu/10
03787.html

前年度末に、お知らせと予診票を個別に送付

12月末時点の未接種者（保護者）に対し、勧奨ハガキを個別に送付

https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000001359.html

その他の定期予防接種についても掲載（7月）

https://www.city.inagi.tokyo.jp/kenko/iryou_kenkou/1003044/1003264/1003
273.html

出生届があった世帯に対し、予防接種スケジュール管理アプリの案内を送って
いる。

その他の定期予防接種についても掲載（2月）



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

49_西東京市 1.はがき・手紙 1.有 4月 9月 4.各世帯

49_西東京市 4.ホームページ掲載 2.無 通年

49_西東京市 6.スマートフォンアプリ 2.無 通年

50_瑞穂町 3.チラシ配布 2.無 10月 2.小学校
7.同自治体の他

部署

50_瑞穂町 1.はがき・手紙 1.有 3月 4.各世帯 3.医療機関等

50_瑞穂町
12.その他
（　お知らせ、予診票　）

1.有 3月 4.各世帯 3.医療機関等

51_日の出町 1.はがき・手紙 1.有 4月 10月 3月

51_日の出町 7.ポスター掲示 2.無 2月
1.幼稚園・保育

園等

51_日の出町 8.広報誌への掲載 2.無 1月 3月

51_日の出町 3.チラシ配布 2.無 11月 2月
9.その他（訪問

歯科事業）
1.幼稚園・保育

園等

52_檜原村 1.はがき・手紙 1.有 4月 4.各世帯 10.特になし

52_檜原村 10.電話での説明 2.無 4月 4.各世帯 10.特になし

53_奥多摩町 1.はがき・手紙 1.有 4月 8月 12月
9.その他（

）

53_奥多摩町 8.広報誌への掲載 2.無 4月 8月 12月

53_奥多摩町 4.ホームページ掲載 2.無 通年

54_大島町 1.はがき・手紙 1.有 4月 11月 4.各世帯

54_大島町 3.チラシ配布 2.無 11月 3.就学時健診
7.同自治体の他

部署

54_大島町 4.ホームページ掲載 2.無 患者発生時

54_大島町 7.ポスター掲示 2.無 通年
8.他のワクチン

接種時
3.医療機関等

54_大島町 8.広報誌への掲載 2.無 5月 2月

54_大島町 9.対面での説明（定期健診等） 1.有 11月 3.就学時健診
7.同自治体の他

部署

①対象学年になる年度の初めに予診票等を送付
②未接種者に対し勧奨はがきを送付

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kosodate/bosi/yobosessyu/mashinfuushink
ongou.html

子育て応援アプリにて周知

対象：就学前１年にあたる子ども。

電話での個別勧奨。

未接種者に対し、勧奨・再勧奨・再々勧奨

11月は就学時健診時に母子手帳を確認し、未接種者には後日ハガキで再勧
奨する。

都内で麻しん患者が発生した場合は、大島町LINEを通じて注意喚起と接種の
呼びかけを行っている。
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/kenkou/vaccination.html
https://www.town.oshima.tokyo.jp/soshiki/kenkou/huusintyuuikannki.html

5歳児健診、５歳児歯科健診時

接種のお知らせ掲載

就学時健診時に母子手帳を確認し、未接種者には後日ハガキで再勧奨する。



１（２）．麻しん風しん定期接種第２期

① ② ① ②
関連行事等

実施場所・送付先 連携先
備考区市町村名 方法

個別通知（発送）
の有無

時期①
（年齢）

時期②
（年齢）

時期③
（年齢）

55_利島村 1.はがき・手紙 1.有 通年 3.医療機関等 4.各世帯 3.医療機関等

55_利島村 10.電話での説明 通年 3.医療機関等 4.各世帯

56_新島村 1.はがき・手紙 1.有 6月 4.各世帯

56_新島村 10.電話での説明 2.無 通年 4.各世帯

57_神津島村 1.はがき・手紙 1.有 5月 4.各世帯 10.特になし

58_三宅村 1.はがき・手紙 1.有 5月

58_三宅村 10.電話での説明 1.有 12月

59_御蔵島村

60_八丈町

61_青ヶ島村

62_小笠原村 1.はがき・手紙 1.有 5月 4.各世帯

未回答

未回答

年度当初または転入時に個人ごとの年間接種スケジュールを通知

個々の接種日時が近づいたら（接種前日など）電話で個別に連絡

接種予約は保健センターが実施。6年度前期はワクチン不足が発生したため、
入荷次第、順次対象者に電話連絡を実施。

未回答

5月に一斉通知

未接種者に対し、12月に電話連絡



予防接種の接種率の向上のための取組状況調査（令和６年度実績、令和７年度計画・実績）

2．麻しん風しん定期接種第１期および第２期接種率95%達成に向けて

２（1）．麻しん風しん定期接種第１期

区市町村名
令和６年度実績を受けての

課題・要因
令和７年度の取組

（予定含む）

01_千代田区 1.個別通知の時期・回数
1.個別通知の時期・回数の
見直し

01_千代田区 6.その他情報発信の手段
6.その他情報発信の手段の
見直し

02_中央区 1.個別通知の時期・回数 2.個別通知の内容の見直し

03_港区 1.個別通知の時期・回数
8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

03_港区 6.その他情報発信の手段

04_新宿区
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

05_文京区

06_台東区
11.その他
（何らかの理由で接種を希
望しない者）

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

07_墨田区
11.その他
（（MRワクチン供給不足））

08_江東区 3.個別通知の手段 2.個別通知の内容の見直し

09_品川区
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

2.個別通知の内容の見直し

5.その他情報発信の内容の
見直し

10_目黒区 5.その他情報発信の内容 5.その他情報発信の内容

11_大田区 1.個別通知の時期・回数
1.個別通知の時期・回数の
見直し

12_世田谷区 6.その他情報発信の手段
6.その他情報発信の手段の
見直し

13_渋谷区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

9.海外出生者の転入時の情
報提供

13_渋谷区
9.海外出生者の転入時の取
組

13_渋谷区
11.その他
（外国籍の住民への対応）

14_中野区 1.個別通知の時期・回数 11.その他（特になし）

15_杉並区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

2.個別通知の内容の見直し

15_杉並区
9.海外出生者の転入時の取
組

11.その他
（接種期間延長対象者に対
する個別通知の実施）

16_豊島区 5.その他情報発信の内容
6.その他情報発信の手段の
見直し

17_北区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

17_北区
9.海外出生者の転入時の取
組

18_荒川区 3.個別通知の手段

19_板橋区 5.その他情報発信の内容
5.その他情報発信の内容の
見直し

20_練馬区 1.個別通知の時期・回数
4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

21_足立区 5.その他情報発信の内容
8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

21_足立区 5.その他情報発信の内容
6.その他情報発信の手段の
見直し

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

取組の詳細、その狙い等（自由記載）　R７計画・実績 備考

未回答未回答

未回答

接種率93.0%

転入を受け付ける窓口（所管
部署）が異なるため、連携に
課題がある

転入を受け付ける窓口（所管
部署）が異なるため、連携に
課題がある

令和7年度も引き続き1歳児
プチ健診を実施し、麻しん風
しんの接種率95%の達成を目
指す。

未回答

国の長期療養特例に該当する方（令和６年度定期接種対象者）に、制度周知のはがきを発送した。（令和７年５月）

接種期限超過している方には、区の任意制度を案内している。

課題の背景、要因の分析等（自由記載）　R６実績 備考

接種の対象年齢となる方へ、予診票とお知らせを送付している。

既存の19歳未満の接種漏れ者を対象にした任意接種事業のほか、令和6年度中のワクチン不足により定期接種が行えなかった方を
対象に経過措置を行う。

台東区で接種歴の確認が取れていない者のうち、令和６年度末に接種期限を迎えた者に対して、定期接種期限延長中の案内はがき
を発送予定。

度々の個別勧奨によっても接種を受けない者が一定数おり、接種率の向上を図る上での課題となっている。

MRワクチンの供給不足により、定期接種期間内に接種ができていない

品川区の接種率は前年度から5.3ポイント下降して94.5％となった。特にR6年度は製造メーカーの出荷調整により、期限内に接種し切
れなかった者が一定数いると認識している。そのほか未接種者である児のこれまでの接種歴を確認したところ、出生から一度もワクチ
ンを受けていない群と１歳以降からワクチンを受けなくなった群に大分された。予防接種に行かなくなった理由としては、ワクチン接種に
対する不安や忌避、予診票の紛失、仕事等が多忙で連れて行かなかった等が考えられる。

郵便以外での通知を検討したい。 勧奨はがきの内容を見直していきたい。

これまでも区報掲載をしていたが、R6からQRコードを載せることで、ホームページにアクセスし易くした。接種率は95%を上回った。

そのほか「ワクチンに対する不安や忌避」や「仕事等が多忙で連れて行かなかった」保護者に接種の重要性を認識してもらうために、
接種の有効性および安全性、未接種による健康上のリスク等を予診票個別通知や接種勧奨通知等を通じてより丁寧に記載する。

ワクチンの出荷調整による影響については延長措置の案内をHPで行った。

引き続き未接種者への勧奨を行い、より接種率の向上を目指す。4か月に１回、未接種者に対し個別に接種勧奨を行うことで、接種忘れを抑制できた。

広報紙、SNS、アプリ等複数の媒体を使用し、幅広く周知を行うことができている。 Webアプリをスマートフォンアプリに移行することで、利便性を向上させ、利用者数の増加を見込んでいる。

1歳の誕生月の前月末に予診票とお知らせを発送しています。該当年齢に達している転入者の場合は申込制のため、転入時の周知が
今後の課題です。

みなと母子(親子)手帳アプリを使っている保護者には、忘れないように通知が届きます。アプリの普及率の向上が今後の課題です。

未接種者への接種勧奨はがきの内容を見直す。

令和6年度のMRワクチン不足等を受け、接種率がこれまでと比べ減少傾向にあった。

転入者向けの予防接種チラシ（接種時期や未接種回数分の予診票申し込み方法等を記載）を作成し転入手続きの際に配布しました。

昨年度に引き続き接種率は95％を超えているため、未接種者への個別通知は概ね有効であったといえる。

区報（4月1日号）への掲載を、情報ボックスから小特集記事へ変更し、より目立つようにした。

今後は関係機関にも協力を依頼し、1歳時健診や医療機関での接種勧奨も積極的に行っていく。

近年のワクチン供給不足を鑑み、勧奨時期や年齢を再検討する余地があると考える。

郵便での通知やLINE配信には注力してきたが、対面での接種勧奨や案内についてはあまり意識していなかったため、95％を下回った
と思われる。

予防接種一覧の外国語版を作成し、転入時に配布するよう転入窓口所管に依頼転入届出時にチラシ（予防接種の一覧）を配付しているのみ、予診票の発行は申し出によるので全員に行き渡らず、課題である。

転入届出時にチラシ（予防接種の一覧）を配付しているのみ、予診票の発行は申し出によるので全員に行き渡らず、課題である。

次回の接種日や接種してい
ない予防接種はないか、関
係機関で周知してもらう。

予診票など各書類の外国語標記をしておらず、案内が不十分であり課題である。

ワクチン不足等、外的要因を除けば接種率は良好な為、これまでの対応を継続していく。

転入を受け付ける窓口が異なるため、予診票の手渡しができておらず課題となっている。

ワクチン出荷停止にともなうワクチン不足が発生し、１月以降に対象者が接種を受けにくい状況が続いた。

当区は転入転出が多く、転入者へのアプローチが課題の一つと考える。

言語の壁により予防接種の案内ができない方がおり、課題である。

勧奨はがきの内容を見直す

接種期間延長対象の未接種者に対するはがきの送付（R7.8月）

転入者へ予防接種の接種歴を確認するお尋ねを個別送付し、回答に基づき接種が必要なワクチンについて予診票を個別送付してい
る。

1年を通してややワクチン不足の影響があった。

転入者に対して接種機会の周知など、漏れのないように関係所管へ依頼を行った。

令和７年１０月から、予防接種のスケジュール管理などを行う登録制のサービスをブラウザからアプリに変更したため、接種予定のリマ
インドなど、保護者のスマートフォンにプッシュ通知できるようになった。

転入者へ予防接種の接種歴を確認するお尋ねを個別送付し、回答に基づき接種が必要なワクチンについて予診票を個別送付してい
る。

電子申請による予診票発行の受付を開始した。転入者や紛失した場合への発行のハードルを下げる狙いがある。

風しんの日に合わせて、広報誌へ接種勧奨や任意予防接種の事業を案内する。

区内協力医療機関で、1歳から1歳3か月未満の間に麻しん風しん第1期の接種を受けた者を対象に、身長と体重を計測する1歳児プチ
健診を実施しており、接種予診票と併せて健診受診票を発送していることが、接種率95%達成に繋がったと思われる。

対象世帯への予診票発行のほかに、期限間近で未接種の方向け勧奨はがき、予防接種週間におけるチラシの配付、就学時健診時
の勧奨などの機会があるが、目に留まりやすいように構成を編集したり、字を大きくしたりなどの工夫をした。

外国籍の方や、そもそも接種意志の薄い家庭への勧奨方法が難しい。

可能な限り広報誌やSNS等で接種勧奨を周知したい。

予防接種ナビを用いて接種予定日から予定日経過後のリマインド通知を行った。

個別通知が１回のみのため、接種忘れの人がいた可能性がある。
MRワクチンの不足・偏在の影響が大きいと思われる。

資 料 ９－１



２（1）．麻しん風しん定期接種第１期

区市町村名
令和６年度実績を受けての

課題・要因
令和７年度の取組

（予定含む）
取組の詳細、その狙い等（自由記載）　R７計画・実績 備考課題の背景、要因の分析等（自由記載）　R６実績 備考

22_葛飾区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

11.その他
（令和７年度予定）

22_葛飾区
9.海外出生者の転入時の取
組

22_葛飾区
11.その他
（接種率達成できなかった要
因）

23_江戸川区 1.個別通知の時期・回数
11.その他
（令和６年度と同様）

24_八王子市 1.個別通知の時期・回数
11.その他
（令和7年度の取組を継続）

24_八王子市
4.その他情報発信の時期・
回数

24_八王子市 5.その他情報発信の内容

25_立川市 6.その他情報発信の手段
6.その他情報発信の手段の
見直し

26_武蔵野市
4.その他情報発信の時期・
回数

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

27_三鷹市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

5.その他情報発信の内容の
見直し

27_三鷹市
9.海外出生者の転入時の取
組

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

9.海外出生者の転入時の情
報提供

28_青梅市
11.その他
（ワクチン供給の不足）

29_府中市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

11.その他
（　外国籍の住民への対応
）

29_府中市
9.海外出生者の転入時の取
組

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

30_昭島市 5.その他情報発信の内容
6.その他情報発信の手段の
見直し

31_調布市
11.その他
（　　要因は不明　　）

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

9.海外出生者の転入時の情
報提供

32_町田市 1.個別通知の時期・回数 11.その他

33_小金井市
11.その他
（　　　　９５％達成　　　　）

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

34_小平市 1.個別通知の時期・回数
10.接種漏れ者への接種機
会の提供

34_小平市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

34_小平市
9.海外出生者の転入時の取
組

35_日野市 1.個別通知の時期・回数
11.その他
（令和6年度取り組みと同内
容を継続実施）

36_東村山市
11.その他
（　ワクチン供給不足　）

2.個別通知の内容の見直し

37_国分寺市
4.その他情報発信の時期・
回数

6.その他情報発信の手段の
見直し

38_国立市 1.個別通知の時期・回数 1.個別通知の時期・回数

39_福生市 2.個別通知の内容 2.個別通知の内容の見直し

39_福生市 5.その他情報発信の内容
5.その他情報発信の内容の
見直し

40_狛江市 1.個別通知の時期・回数
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

41_東大和市 1.個別通知の時期・回数
1.個別通知の時期・回数の
見直し

2.個別通知の内容の見直し 紛失、転入等で予診票の再発行が必要な場合、オンラインで申請することで、市から予診票を郵送する。

東大和市では、予診票を標準的な接種期間開始時期(１歳)に合わせて、予診票を送付している。
東大和市では、予診票を標準的な接種期間開始時期(１歳)に合わせて、予診票を送付している。そのため高い接種率が達成できた
が、接種時期を逃してしまう一部の市民についてはこちらが追って把握することが出来ていないことが課題と捉えている。

令和6年度接種率97.6％

周知案内の継続

外国籍の市民に対するやさしい日本語による適切な情報発信をする。

接種率100％達成

外国籍の市民にもわかりやすいやさしい日本語による説明が必要。

外国籍の市民に対するやさしい日本語による適切な情報発信をする。外国籍の市民にもわかりやすいやさしい日本語による説明が必要。

前年度接種率95％を達成できているので、引き続き同様の取組を実施していく。1歳の誕生日前月に予診票と案内を送っており、接種忘れを抑制できている。

R７年度は、新たに、市内のMRワクチン予防接種実施医療機関や幼稚園・保育園へポスター掲示等を依頼した。
第１期については95％を達成している。出生後２か月からの予防接種スケジュールからあまり時間がたっていないので、保護者が失念
する可能性が低い。また、接種対象年齢に達した際のはがきでの個別勧奨を実施しているほか、１歳６か月児健診時にもチラシを配付
しており、複数回の勧奨により高い接種率を実現できたと考える。

再勧奨通知とチラシの文面を再考する。メーカーによるワクチンの出荷停止や麻しん罹患者発生の報道の影響により、ワクチンの供給不足となった。

1歳の誕生月に個別通知を発送する1歳の誕生月に個別通知を発送するため、接種機会に適していると想定される。

転入時に予診票交付申請の案内を配布している。

転入時に予診票交付申請の案内を配布している。

令和６年度に接種対象者であった未接種者に対し、接種期間延長の案内を個別に送付した。接種対象年齢となる時期に合わせて予診票を送付している。

乳幼児健診の確認と市民への周知を行ったため。 1期の未接種者には、２期前まで接種機会を確保している。

未回答

1歳になってからの接種勧奨により、接種忘れを抑制できている。

１（１）の回答と同様、例年実施している取り組みを継続して実施予定。

　八王子市公式LINEを利用した「すくすく☆メール」により、1歳前から1歳2,3か月の者の保護者に対し、複数回のお知らせにより周知を
行ったこと。

引き続き接種率95％以上の達成を目指す

　1歳前の者に、麻しん風しん定期接種第1期及び水痘、おたふくかぜワクチンの月齢通知はがきを送付。また、2歳になる前の未接種
者に対し、勧奨はがきを送付。個別通知による周知を行ったことにより、接種率95％を達成できたと考えられる。

引き続き広報誌への掲載とスマートフォンアプリによる通知で接種率の向上を図る広報誌やスマートフォンアプリによる周知により95％を達成した

（計画）予防接種の受け忘れがないか確認を促す記事を年２回掲載する。広報誌だけでなくSNS等での周知も行う。

書類での提出のみではなく、LoGoフォームを活用した電子上での申請を受け付けたことで、転入者かつ未接種者に対して予診票送付
ができた。

予防接種の受け忘れの確認を促す記事を、令和５年度は年１回しか掲載していなかったが、令和６年度は２回掲載できた。

転入を受け付ける窓口（所管部署）が異なること、予診票発行ができる窓口が出先機関となることから、連携に課題がある。転入を受け
付ける窓口で転入者向けの予防接種のお知らせを配布し、予診票発行の案内をしている。MR１期接種を逃している場合は、区単独の
任意予防接種でフォローしている。

転入を受け付ける窓口（所管部署）が異なること、予診票発行ができる窓口が出先機関となることから、連携に課題がある。転入を受け
付ける窓口で転入者向けの予防接種のお知らせを配布し、予診票発行の案内をしている。MR１期接種を逃している場合は、区単独の
任意予防接種でフォローしている。

ワクチン自主回収や麻しん感染者の報道による影響によりMRワクチンが不足し、１期対象者が期限までに接種できない状況があった
ことが要因ではないかと考えられる。

同上

スマートフォンアプリを使用した１歳10か月の通知配信時（毎月）に、紙の通知文送付を検討する。（アプリのユーザーが少ないこと、ア
プリユーザーであっても通知許可されていない場合は、プッシュ通知がされないことがあるため）

回答が簡単になるように、LoGoフォームの回答項目の再検討を行う。

転入者の予防接種対象者については転入届受理後、乳児医療証を担当する部署で、予防接種予診票の入手方法を記載した案内を配
布した。予診票は、接種の開始時期が近づいたら一斉発送しているため、一斉発送の対象時期を過ぎている場合は、当課の窓口にて
手渡すか個別に郵送、または医療機関に予備があればそちらを使用してもらった。

転入者の予防接種対象者については転入届受理後、乳児医療証を担当する部署で、予防接種予診票の入手方法を記載した案内を配
布した。予診票は、接種の開始時期が近づいたら一斉発送しているため、一斉発送の対象時期を過ぎている場合は、当課の窓口にて
手渡すか個別に郵送、または医療機関に予備があればそちらを使用してもらった。

転入時に定期予防接種のチラシの案内を入れることを強化する。

　1歳6か月健診の事前アンケート等の取組により、対象者の接種歴を確認し、未接種の種目について保健師及び医師から対面での勧
奨を行ったこと。

　接種率95％以上を達成しているため、現行の取組を継続する予定。

令和6年度事業の継続
生後11ヵ月および1歳6ヵ月時に勧奨通知を送付、また、予防接種スケジュール管理システムによる情報発信により接種忘れを抑制で
きていると考えられるがが、受託医療機関や市民からの反響を考慮すると、ワクチン不足が少なからず接種率に影響を及ぼしていると
思われる。

「ふちゅう予防接種ナビ」は、予防接種予定日のプッシュ通知機能や子育て記録の保存等ができる「ふちゅう子育て応援アプリ」にリ
ニューアルして、外国語に対応するため、多言語に対応した翻訳機能を登載した。

麻しん風しんの定期予防接種対象時期を逸失した乳幼児及び児童に対し、引き続き任意予防接種として接種機会の提供を行い、更な
る接種率の向上を図る。対象者は、2歳から定期接種2期の対象となる前までの間にある幼児及び、小学校1年生から6年生までの児
童。

転入後に接種をしていない市民は４割ほどであった。

転入者については，予防接種の案内を渡し，接種漏れがないよう案内している。

母子手帳や接種履歴を記した書類がない方には，口頭で接種状況を把握し，接種の案内を行う。

対象者へは例年同様に個別通知を行い，市報等による広報も行っているので，第１期の接種率が95％未満の直接の原因は不明であ
るが，ワクチン不足も一因かとは思われる。

同上

ワクチン不足により、R6年度中に接種できた件数が伸びなかったものと考えられる。
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区市町村名
令和６年度実績を受けての

課題・要因
令和７年度の取組

（予定含む）
取組の詳細、その狙い等（自由記載）　R７計画・実績 備考課題の背景、要因の分析等（自由記載）　R６実績 備考

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

9.海外出生者の転入時の情
報提供

42_清瀬市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

5.その他情報発信の内容の
見直し

42_清瀬市
9.海外出生者の転入時の取
組

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

43_東久留米市1.個別通知の時期・回数 2.個別通知の内容の見直し

43_東久留米市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

11.その他
（　　　　　　　　　　　）

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

44_武蔵村山市
4.その他情報発信の時期・
回数

11.その他
（他部署との連携）

45_多摩市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

45_多摩市
9.海外出生者の転入時の取
組

9.海外出生者の転入時の情
報提供

45_多摩市
11.その他
（個別通知が返送されてき
た場合の対応）

11.その他
（個別通知が返送されてき
た場合の対応）

11.その他
（ワクチン供給不足による未
接種者への再接種勧奨の
発送）

46_稲城市 3.個別通知の手段
11.その他
（昨年度までの取組の継続
実施）

46_稲城市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

46_稲城市
9.海外出生者の転入時の取
組

47_羽村市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

6.その他情報発信の手段の
見直し

47_羽村市
9.海外出生者の転入時の取
組

47_羽村市 6.その他情報発信の手段

48_あきる野市
11.その他
（ ワクチン不足 ）

5.その他情報発信の内容の
見直し

49_西東京市 1.個別通知の時期・回数
10.接種漏れ者への接種機
会の提供

49_西東京市 3.個別通知の手段
11.その他
（情報発信の手段の見直し）

50_瑞穂町
4.その他情報発信の時期・
回数

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

9.海外出生者の転入時の情
報提供

51_日の出町
11.その他
（接種率について）

6.その他情報発信の手段の
見直し

52_檜原村
11.その他
（電話での個別勧奨・説明）

11.その他
（電話での個別勧奨・説明）

53_奥多摩町
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

11.その他
（　　　　　　　　　　　）

54_大島町
11.その他
（　　ワクチン不足　　　　）

6.その他情報発信の手段の
見直し

55_利島村

56_新島村
4.その他情報発信の時期・
回数

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

57_神津島村
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

11.その他
（　　　　　　　　　　　）

58_三宅村 1.個別通知の時期・回数
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

59_御蔵島村 未回答未回答

現状で100％達成できているため。例年通りtの方法で今後も実施予定。
接種率100％。年度初めに個別通知しているが、年度末近くになっても申し込みのない方には個別に電話連絡する等して対応。対象者
数が少ないこと、診療所での接種日が限られているため、接種に対しての意識も高い。

小さな自治体のため、一度関係が悪くなると修復が難しい。
希望しない方には説得というよりも声かけはしている。

ワクチン接種を希望しないご家庭がいる

令和6年度同様、1歳児訪問時や1歳6カ月健診に対面での説明及び接種予約を実施。1歳児訪問や1歳6カ月児健診の際、対面での説明及び接種予約も可能としているため、接種率100％。

未回答未回答

SNS（LINEやメール)を使って接種勧奨や情報発信をする。基準日による。また、令和６年度はワクチン供給不足により接種期間内に接種がうけられなかったため。

現状継続する全員接種しているため課題はない

令和６年度同様、接種率が100％となるよう引き続き個別勧奨・説明を行う。第１期は接種率100％。個別に電話勧奨することで、接種忘れを抑制できている。

前年度の取り組みに追加して、電子母子健康手帳アプリ内での案内を行う

接種記録の確認を行う際に、未接種の場合は予診票を渡し接種勧奨している。

母数が少ないので転入転出の影響が顕著に現れる

接種記録の確認を行う際に、未接種の場合は予診票を渡し接種勧奨している。

２歳相談会案内への同封を行ったことにより、接種漏れに気付いてもらうことができるのではないか。

生後2か月児に各予診票を冊子の形で個別送付しており、対象者（1歳になる前月末）に接種勧奨はがきを送付した。

２歳相談会案内への同封を行ったことにより、接種漏れに気付いてもらうことができたのではないか。

未接種者を対象にした一部補助事業を引き続き実施する。３歳頃までは予防接種に対する意識が高いのではないか

（計画）予防接種のスケジュール管理アプリの周知を徹底するとともに、アプリ内の予防接種のページを内容が分かりやすいよう工夫
する。

原因として、ワクチンの供給不足が影響していると思われる。令和7年度の秋頃にはワクチン不足が解消される見込であることから、目
標に到達するためには、未接種者に対する勧奨が重要と考えている。国は未接種者の接種期限を２年延長することとしたため、対象者
に勧奨通知を送付し、接種率の向上を図る。

同上。
接種履歴については、母子健康手帳やそれに代わるもので確認している。確認資料がない場合は口頭で確認している。

個別通知の他に、市の広報に年2回予防接種に関する記事を掲載し、市公式サイトでは年間を通じて案内を掲載している。
市の広報は、全戸配布しているものの、読まない方もいるので、周知の効果としては低いと感じている。

市公式サイト、広報誌に加えて、メール配信サービス、市公式X、1歳児教室で再案内など、情報発信手段を増やす。
転入者へは、転入届を受理する部署で、必要な手続き（一覧表）について案内している。多くの方はそれを確認し、予診票の受け取りに
来所されるが、来所されない方については、集団検診等の機会などがないと市から予診票を渡すことができない。

保護者から依頼があれば、母子健康手帳確認後に必要書類を渡している。

保護者から依頼があれば、母子健康手帳確認後に必要書類を渡している。

令和７年度の取組を引き続き、進めていく。

毎月、転入者を抽出して、個別通知を発送している。

地区担当保健師と連携して、個別通知が返送されてきた方にも通知を届けられるようにしている。

ワクチン供給不足による未接種者に対して、接種期間延長の案内通知を発送する。

１歳児歯科健診のお知らせと合わせて送付している。

毎月、転入者を抽出して、個別通知を発送している。

地区担当保健師と連携して、個別通知が返送されてきた方にも通知を届けられるようにしている。

毎月、転入者を抽出して、個別通知を発送している。毎月、転入者を抽出して、個別通知を発送している。

予防接種担当部署と乳幼児健診担当部署が分かれているため、引き続き１歳半健診での声掛け・未接種者の状況紹介を行う。

引き続き予診票再交付のオンライン申請を受け付ける

転入者に対して送付している通知文に、特例（接種期間延長）についての案内を追加した

麻しん・風しんの接種率向上に向けて教育（就学時健診）、母子保健（乳幼児健診）とは連携をとっているが、その他の関係部署（保育
など）とは連携がとれていない。

転入翌月初に個別通知をしている

送付している説明文の内容・レイアウトの見直しを行い、分かりやすくした

対象者に接種勧奨通知を個別に配布することで未接種での年齢超過を防いでいる。

第１期については接種率９５％以上のため、個別通知の時期や回数は適切であったと考えられる

転入者については、同課の子育て支援係（子の医療証発行部署）の手続きと同時に予防接種担当窓口にてご案内している。立ち寄り
がない場合、保護者の電話番号を確認し、直接保護者に電話をして来庁を促す。また、対象者に接種勧奨個別通知を行うことで未接種
での年齢超過を防ぐ。翻訳機を利用して説明を行う。

市ウェブサイトに定期予防接種の概要や予診票の配布時期等をまとめたページを新設。また、令和7年度より実施している第1期・第2
期の接種期間延長措置に関する案内文を、対象者のうち未接種者に対して案内文を個別通知。

Ｒ６年度に引き続き、転入手続きの主管課にて、予防接種対象年齢の子がいる場合に、予防接種担当課に行くよう案内をしている。予
防接種主管課では、母子手帳等で今までの接種歴を確認し、接種可能なワクチンの予診票を発行している。また、転入者を含め当市
に接種記録がない場合は勧奨通知を送付している。

Ｒ６年度に引き続き、転入手続きの主管課にて、予防接種対象年齢の子がいる場合に、予防接種担当課に行くよう案内をしている。予
防接種主管課では、母子手帳等で今までの接種歴を確認し、接種可能なワクチンの予診票を発行している。また、転入者を含め当市
に接種記録がない場合は勧奨通知を送付している。

転入者については、同課の子育て支援係（子の医療証発行部署）の手続きと同時に予防接種担当窓口にてご案内している。立ち寄り
がない場合、保護者の電話番号を確認し、直接保護者に電話をして来庁を促す。また、対象者に接種勧奨個別通知を行うことで未接種
での年齢超過を防ぐ。



２（1）．麻しん風しん定期接種第１期

区市町村名
令和６年度実績を受けての

課題・要因
令和７年度の取組

（予定含む）
取組の詳細、その狙い等（自由記載）　R７計画・実績 備考課題の背景、要因の分析等（自由記載）　R６実績 備考

60_八丈町

61_青ヶ島村

62_小笠原村
11.その他
（ワクチン接種に抵抗感ある
保護者への説明　）

11.その他
（継続的な説明　）

未回答未回答

未回答未回答



予防接種の接種率の向上のための取組状況調査（令和６年度実績、令和７年度計画・実績）

2．麻しん風しん定期接種第１期および第２期接種率95%達成に向けて

２（２）．麻しん風しん定期接種第２期

区市町村名
令和６年度実績を受けての

課題・要因
令和７年度の取組

（予定含む）

01_千代田区 2.個別通知の内容 2.個別通知の内容の見直し

6.その他情報発信の手段の
見直し

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

02_中央区 1.個別通知の時期・回数
10.接種漏れ者への接種機
会の提供

03_港区 1.個別通知の時期・回数
8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

03_港区 6.その他情報発信の手段

04_新宿区 6.その他情報発信の手段
10.接種漏れ者への接種機
会の提供

05_文京区
11.その他
（MRワクチン供給等につい
て）

11.その他
（　取組の継続　）

11.その他
（　取組の継続　）

11.その他
（　取組の継続　）

06_台東区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

06_台東区
11.その他
（何らかの理由で接種を希
望しない者）

07_墨田区
11.その他
（MRワクチン供給不足）

2.個別通知の内容の見直し

08_江東区 3.個別通知の手段 2.個別通知の内容の見直し

09_品川区
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

2.個別通知の内容の見直し

5.その他情報発信の内容の
見直し

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

10_目黒区 5.その他情報発信の内容 5.その他情報発信の内容

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

6.その他情報発信の手段の
見直し

11_大田区 1.個別通知の時期・回数
1.個別通知の時期・回数の
見直し

11_大田区
11.その他
（ワクチン供給不足）

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

12_世田谷区 3.個別通知の手段 3.個別通知の手段の見直し

13_渋谷区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

9.海外出生者の転入時の情
報提供

13_渋谷区
9.海外出生者の転入時の取
組

13_渋谷区
11.その他
（外国籍の住民への対応）

14_中野区
11.その他（　ワクチン不足
）

11.その他（　特になし　）

15_杉並区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

2.個別通知の内容の見直し転入を受け付ける窓口が異なるため、予診票の手渡しができておらず課題となっている。

ワクチン不足等、外的要因を除けば接種率は良好な為、これまでの対応を継続していく。

勧奨はがきの内容を見直す

転入届出時にチラシ（予防接種の一覧）を配付しているのみ、予診票の発行は申し出によるので全員に行き渡らず、課題である。
転入を受け付ける窓口（所管
部署）が異なるため、連携に
課題がある

現在は書面による通知のみであるため、令和7年度については紙での周知に加えSNS等での周知も予定している。
人によっては紙媒体よりもネットで情報を得る方もいるため、SNS等により幅広く発信していく。

ワクチン出荷停止にともなうワクチン不足が発生し、１月以降に対象者が接種を受けにくい状況が続いた。

予防接種一覧の外国語版を作成し、転入時に配布するよう転入窓口所管に依頼

予診票など各書類の外国語標記をしておらず、案内が不十分であり課題である。

1月に未接種者に対して勧奨通知を発送したが、書面による通知であったため、人によっては通知を確認していない方もいる。その結
果、90％を下回る接種率になったと思われる。

接種率89.7%

６年度対象者への期間延長や独自事業（接種漏れ事業）について前面周知の検討。

近年のワクチン供給不足を鑑み、勧奨時期の再検討。

入学説明会を活用した情報発信の検討。

転入届出時にチラシ（予防接種の一覧）を配付しているのみ、予診票の発行は申し出によるので全員に行き渡らず、課題である。
転入を受け付ける窓口（所管
部署）が異なるため、連携に
課題がある

同上

例年１月に12月時点で未接種の方に個別勧奨の影響もあり、２月・３月の実績が伸びる傾向にあるが
ワクチン供給不足の影響もあり昨年度は実績が例年より少なかった。

これまでは区報掲載を4月1日号のみとしていたが、本年は12月1日号にも掲載予定。

母子手帳アプリで対象年齢のかたに８月・１月に勧奨通知をした（１月は予定）。

「ワクチンに対する不安や忌避」や「仕事等が多忙で連れて行かなかった」保護者に接種の重要性を認識してもらうために、接種の有効
性および安全性、未接種による健康上のリスク等を予診票個別通知や接種勧奨通知等を通じてより丁寧に記載する。

品川区の接種率は前年度から2.0ポイント下降して89.8％となり、国が目標として定める接種率９５％以上に依然として到達していない
状況である。特にR6年度は製造メーカーの出荷調整により、期限内に接種し切れなかった者が一定数いると認識している。そのほか未
接種者の情報を精査したところ、年度途中で転入した後に予診票の交付を受けていない群と途中から予防接種を受けなくなった群に大
分された。予防接種に行かなくなった理由としては、ワクチン接種に対する不安や忌避、予診票の紛失、仕事等が多忙で連れて行かな
かった等が考えられる。

これまでも区報掲載をしていたが、R6からQRコードを載せることで、ホームページに誘導しやすくした。接種率95%を目指し、区報とは別
に更なる周知が必要。

ワクチンの出荷調整による影響については延長措置の案内をHPで行った。

年度途中の転入者の情報発信を強化する。

度々の個別勧奨によっても接種を受けない者が一定数おり、接種率の向上を図る上での課題となっている。

区報（4月1日号）への掲載を、情報ボックスから小特集記事へ変更し、より目立つようにした。

小学校の就学前健診の際に接種勧奨チラシを配布してもらう。

郵便以外での通知を検討したい。

MR予防接種に関する啓発動画を作成し、
勧奨はがきに二次元コードに記載し、アクセスいただくことにより、視聴できるようにした。

MRワクチンの供給不足により、定期接種期間内に接種ができていない

勧奨はがきの内容を見直していきたい。

接種期間終了前の１月頃、未接種に対し接種勧奨はがきの送付を行う予定。

幼稚園・保育園で接種勧奨チラシを配布してもらう。

MRワクチンの限定出荷における接種者数の減少と思われる。

台東区で接種歴の確認が取れていない者のうち、令和６年度末に接種期限を迎えた者に対して、定期接種期限延長中の案内はがきを
発送予定。

転入者については、住民記録担当課での転入手続き後に、予防接種担当の窓口に来庁するよう案内しているところではあるが、転入
時における関連部署での手続きに係る時間が長時間化する等の理由により、転入手続きの流れで来庁されない者が一定数おり、転入
時に接種状況の確認が取れないケースがある。

年長になる年の３月末に予診票とお知らせを発送しています。該当年齢に達している転入者の場合は申込制のため、転入時の周知が
今後の課題です。

みなと母子(親子)手帳アプリを使っている保護者には、忘れないように通知が届きます。アプリの普及率の向上が今後の課題です。

任意MR接種の費用助成を引き続き行う。

既存の19歳未満の接種漏れ者を対象にした任意接種事業のほか、令和6年度中のワクチン不足により定期接種が行えなかった方を対
象に経過措置を行う。

令和6年度のMRワクチン不足等を受け、接種率が過年度よりも減少傾向にあった。

転入者向けの予防接種チラシ（接種時期や未接種回数分の予診票申し込み方法等を記載）を作成し転入手続きの際に配布しました。

取組の詳細、その狙い等（自由記載）　R７計画・実績 備考課題の背景、要因の分析等（自由記載）　R６実績 備考

勧奨はがきの内容が送付時期によって変わらず、効果的な周知内容ではなかった。

MR2期の接種歴のない方へ接種勧奨はがきを送付した。

年度末に送付する勧奨はがきの文言・デザイン等をより周知効果が高まるよう工夫する。

Webアプリをスマートフォンアプリに移行することで、利便性を向上させ、利用者数の増加を見込んでいる。

標準的なスケジュールで接種を行うことのメリットを訴求していくとともに、接種漏れ者に対して、任意接種費用助成制度の周知を十分
に行う。

資 料 ９－２



２（２）．麻しん風しん定期接種第２期

区市町村名
令和６年度実績を受けての

課題・要因
令和７年度の取組

（予定含む）
取組の詳細、その狙い等（自由記載）　R７計画・実績 備考課題の背景、要因の分析等（自由記載）　R６実績 備考

15_杉並区
9.海外出生者の転入時の取
組

11.その他
（接種期間延長対象者に対
する個別通知の実施）

16_豊島区 5.その他情報発信の内容
6.その他情報発信の手段の
見直し

17_北区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

17_北区
9.海外出生者の転入時の取
組

4.ホームページ掲載

17_北区
11.その他
（ワクチンの自主回収があっ
たことによる出荷量の調整）

18_荒川区
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

19_板橋区 6.その他情報発信の手段 3.個別通知の手段の見直し

20_練馬区 2.個別通知の内容 2.個別通知の内容の見直し

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

21_足立区 3.個別通知の手段
8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

21_足立区 5.その他情報発信の内容
6.その他情報発信の手段の
見直し

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

22_葛飾区
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

11.その他
（令和７年度予定）

22_葛飾区
9.海外出生者の転入時の取
組

22_葛飾区
11.その他
（接種率達成できなかった要
因）

23_江戸川区 1.個別通知の時期・回数
1.個別通知の時期・回数の
見直し

24_八王子市 1.個別通知の時期・回数
11.その他
（令和7年度の取組を継続）

24_八王子市
4.その他情報発信の時期・
回数

24_八王子市 6.その他情報発信の手段

25_立川市 6.その他情報発信の手段
6.その他情報発信の手段の
見直し

26_武蔵野市
4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

27_三鷹市 2.個別通知の内容 2.個別通知の内容の見直し

28_青梅市
11.その他
（ワクチン供給の不足）

29_府中市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

11.その他
（　外国籍の住民への対応
）

29_府中市
9.海外出生者の転入時の取
組

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

11.その他
（未接種者の確認及び勧奨
）

30_昭島市 1.個別通知の時期・回数
1.個別通知の時期・回数の
見直し

個別通知を昨年度より２か月程度早めに送付し、接種期間に余裕をもてるようにする。個別通知を年明け１月に送付したため、年度末までの期間が短かった。

転入者の予防接種対象者については転入届受理後、乳児医療証を担当する部署で、予防接種予診票の入手方法を記載した案内を配
布した。予診票は、接種の開始時期が近づいたら一斉発送しているため、一斉発送の対象時期を過ぎている場合は、当課の窓口にて
手渡すか個別に郵送、または医療機関に予備があればそちらを使用してもらった。

転入者の予防接種対象者については転入届受理後、乳児医療証を担当する部署で、予防接種予診票の入手方法を記載した案内を配
布した。予診票は、接種の開始時期が近づいたら一斉発送しているため、一斉発送の対象時期を過ぎている場合は、当課の窓口にて
手渡すか個別に郵送、または医療機関に予備があればそちらを使用してもらった。

未回答

保護者の目に留まり易いように未接種者へはがきでの勧奨を継続し、接種率の向上を図っていく。

「ふちゅう予防接種ナビ」は、予防接種予定日のプッシュ通知機能や子育て記録の保存等ができる「ふちゅう子育て応援アプリ」にリ
ニューアルして、外国語に対応するため、多言語に対応した翻訳機能を登載した。

麻しん風しんの定期予防接種対象時期を逸失した乳幼児及び児童に対し、引き続き任意予防接種として接種機会の提供を行い、更な
る接種率の向上を図る。対象者は、小学校1年生から6年生までの児童。

（実績）接種期間は４月から翌年３月までではあるが、早めに接種を検討するよう、４月に広報誌、SNS等で勧奨した。

（計画）麻しん風しん定期接種第２期は、年度末にかけこみで接種を希望したものの、体調不良や予約ができないなどの理由で、期限
内に接種できなくなる人が多いことから、早めに接種を検討してもらえるような内容のSNSを配信する。

未回答

ワクチン不足により、R6年度中に接種できた件数が伸びなかったものと考えられる。

都の接種率は不明だが、95％未満であるため接種率向上に向けたより効果的な勧奨チラシへと修正する。
勧奨チラシの文言やデザイン等の見直しを行ったため、市のR5比は0.6％増になっているが、95％未満であるため、より効果的な個別
通知へ見直しを行う。（R5年度末にMRワクチン不足もあり、接種機会を逃した方が一定数おり、R5比増の要因の一つに考えられる。）

　八王子市ホームページにて通年にわたり予防接種の効果及び必要性、副反応等の情報を周知していること。

例年1月末に発送している再勧奨を、12月末に前倒して発送する。

子育て世代に向けて、市公式SNS、LINE等での発信を検討する。広報誌及びスマートフォンアプリでの発信とにとどまっている。

　八王子市の算出方法で接種率95％以上を達成しているため、現行の取組を継続する予定。

　なお、八王子市では、月齢
通知送付者数を対象人員と
して予防接種実績報告書に
おける接種率を算出してお
り、東京都の算出方法とは

異なっている。

再勧奨を1月末に発送しているが、接種期限が３月31日までであるため、十分な猶予がない。

１（２）の回答と同様、例年実施している取り組みを継続して実施予定。

ワクチン自主回収や麻しん感染者の報道による影響によりMRワクチンが不足し、２期対象者が期限までに接種できない状況があった
ことが要因ではないかと考えられる。

　翌年度の4月から就学前年度となる者を対象に、3月に月齢通知を送付。また、8、11、2月に未接種者への再勧奨通知を送付。個別
通知による周知を行ったことにより、八王子市での接種率算出方法では接種率95％以上を達成できたと考えられる。

なお、八王子市では、月齢通
知送付者数を対象人員とし
て予防接種実績報告書にお
ける接種率を算出しており、
東京都の算出方法とは異
なっている。

　就学前健診の通知に同封して、未接種の種目の予防接種を促すお知らせを受診対象者の保護者へ送付することにより、個別通知に
重ねての周知を行っていること。

転入者に対して接種機会の周知など、漏れのないように関係所管へ依頼を行った。年度初めの予診票送付と合わせて、幼稚園と保育園でチラシを配布し周知を行った。

1年を通してややワクチン不足の影響があった。

転入を受け付ける窓口（所管部署）が異なること、予診票発行ができる窓口が出先機関となることから、連携に課題がある。転入を受け
付ける窓口で転入者向けの予防接種のお知らせを配布し、予診票発行の案内をしている。MR２期接種を逃している場合は、区単独の
任意予防接種でフォローしている。

転入を受け付ける窓口（所管部署）が異なること、予診票発行ができる窓口が出先機関となることから、連携に課題がある。転入を受け
付ける窓口で転入者向けの予防接種のお知らせを配布し、予診票発行の案内をしている。MR２期接種を逃している場合は、区単独の
任意予防接種でフォローしている。

令和７年１０月から、予防接種のスケジュール管理などを行う登録制のサービスをブラウザからアプリに変更したため、接種予定のリマ
インドなど、保護者のスマートフォンにプッシュ通知できるようになった。

国の長期療養特例に該当する方（令和６年度定期接種対象者）に、制度周知のはがきを発送した。（令和７年５月）

接種期限超過している方には、区の任意制度を案内している。

MR2期は1期のように接種時期がほかのワクチンと連続しているわけではないため、忘れられがちという印象。ただ、R6.9月からおたふ
く2期の予診票も同封するため、接種意志のある方は接種忘れを防ぐ一助になっている

MR2期は1期のように接種時期がほかのワクチンと連続しているわけではないため、忘れられがちという印象。予防接種週間や、就学
時健診でのリマインドを実施し、未接種者には個別ハガキを送付

年度末にかけての駆け込み接種を緩和するため、年明けに送付する未接種者への接種勧奨通知の送付時期を前倒し、接種期間の確
保を図る。

勧奨チラシの文言・デザイン等を修正した。

可能な限り広報誌やSNS等で接種勧奨を周知したい。

勧奨チラシの内容が古いままで見直されておらず、適切な周知内容となっていない。
MRワクチンの不足・偏在の影響が大きいと思われる。

転入者へ予防接種の接種歴を確認するお尋ねを個別送付し、回答に基づき接種が必要なワクチンについて予診票を個別送付してい
る。

秋期の就学時健診で勧奨行い、未接種の者へ冬期にはがきで個別通知を行ったものの、年明けからの出荷調整により、MR第2期の接
種が難しい状況が発生した。長期療養特例とし、接種期限の延長を行う。

転入者へ予防接種の接種歴を確認するお尋ねを個別送付し、回答に基づき接種が必要なワクチンについて予診票を個別送付してい
る。

電子申請による予診票発行の受付を開始した。転入者や紛失した場合への発行のハードルを下げる狙いがある。

毎年駆け込み接種が多い1～3月の時期に、ワクチンメーカーの自主回収や都内でのはしか感染者発生によるMRワクチンの供給不足
があったため、95%を下回った可能性がある。

風しんの日に合わせて、広報誌へ接種勧奨や任意予防接種の事業を案内する。

接種漏れ者への任意接種の助成を行っているが、専用の予診票の申請をホームページから電子申請で可能となるように改善した。
https://www.city.kita.lg.jp/c

hildren-
edu/childcare/1018252/101

言語の壁により予防接種の案内ができない方がおり、課題である。

当区は転入転出が多く、転入者へのアプローチが課題の一つと考える。

接種期間延長対象の未接種者に対するはがきの送付（R7.8月）



２（２）．麻しん風しん定期接種第２期

区市町村名
令和６年度実績を受けての

課題・要因
令和７年度の取組

（予定含む）
取組の詳細、その狙い等（自由記載）　R７計画・実績 備考課題の背景、要因の分析等（自由記載）　R６実績 備考

31_調布市
11.その他
（要因は不明）

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

9.海外出生者の転入時の情
報提供

32_町田市 1.個別通知の時期・回数 11.その他

33_小金井市
4.その他情報発信の時期・
回数

11.その他
（　　　　　　　　　　　）

34_小平市 1.個別通知の時期・回数
10.接種漏れ者への接種機
会の提供

34_小平市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

34_小平市
9.海外出生者の転入時の取
組

35_日野市
11.その他
（被接種者側の意識）

6.その他情報発信の手段の
見直し

36_東村山市
11.その他
（　ワクチン供給不足　）

2.個別通知の内容の見直し

37_国分寺市 2.個別通知の内容 2.個別通知の内容の見直し

6.その他情報発信の手段の
見直し

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

38_国立市 2.個別通知の内容 2.個別通知の内容の見直し

38_国立市
11.その他
（　ワクチン不足　）

39_福生市 2.個別通知の内容 2.個別通知の内容の見直し

39_福生市 5.その他情報発信の内容
5.その他情報発信の内容の
見直し

40_狛江市 6.その他情報発信の手段
4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

41_東大和市 1.個別通知の時期・回数
1.個別通知の時期・回数の
見直し

41_東大和市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

2.個別通知の内容の見直し

41_東大和市
9.海外出生者の転入時の取
組

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

9.海外出生者の転入時の情
報提供

42_清瀬市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

5.その他情報発信の内容の
見直し

42_清瀬市
9.海外出生者の転入時の取
組

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

43_東久留米市1.個別通知の時期・回数 2.個別通知の内容の見直し

11.その他
（　　　　　　　　　　　）

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

44_武蔵村山市
4.その他情報発信の時期・
回数

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

45_多摩市
11.その他
（ワクチン供給不足による未
接種）

5.その他情報発信の内容の
見直し

46_稲城市
4.その他情報発信の時期・
回数

4.その他情報発信の時期・
回数の見直し

47_羽村市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

6.その他情報発信の手段の
見直し

47_羽村市
9.海外出生者の転入時の取
組

第1期と同じ

転入者へは、転入届を受理する部署で、必要な手続き（一覧表）について案内している。多くの方はそれを確認し、予診票の受け取りに
来所されるが、来所されない方については、未接種で1月に勧奨ハガキを送付するまでは特に何もしていない。

広報の掲載回数を増やすなど、周知の強化に努める。

第1期と同じ

MRワクチン供給不足により、接種期間内に接種を完了できなかった方がいた。

未接種者に対し１２月に勧奨通知を行う予定でいるが、そのほか子ども子育て応援ナビ（アプリ）やSNSも活用し、効果的に広報する。
未接種者に対し１２月に勧奨通知を送付や就学時検診でのチラシ配布は実施したが、その他のSNS等を利用しての情報発信が行えて
いない。

個別通知の他、夏季休暇時期の広報掲載や就学時健診で周知しているが、他の周知方法も含め、周知の強化が必要。

公式ホームページ、市教育委員会発行物、たま広報にワクチン供給不足による接種期間延長の案内を掲載

転入者については、同課の子育て支援係（子の医療証発行部署）の手続きと同時に予防接種担当窓口にてご案内している。立ち寄り
がない場合、保護者の電話番号を確認し、直接保護者に電話をして来庁を促す。また、対象者に未接種勧奨個別通知を行うことで未接
種での年齢超過を防ぐ。

転入者については、同課の子育て支援係（子の医療証発行部署）の手続きと同時に予防接種担当窓口にてご案内している。立ち寄り
がない場合、保護者の電話番号を確認し、直接保護者に電話をして来庁を促す。また、対象者に未接種勧奨個別通知を行うことで未接
種での年齢超過を防ぐ。翻訳機を利用して説明を行う。

未接種者に対する個別通知については、第１期と混同して既に接種が完了したと思い込んでいる可能性を考慮し、
「この通知はMRⅡ期が未接種のお子さんを対象にお送りしています」という旨の文言を追加する

引き続き予診票再交付のオンライン申請を受け付ける

転入者に対して送付している通知文に、特例（接種期間延長）についての案内を追加した

未接種者に対し、１２月にハガキ、３月に封書（予診票同封）での接種勧奨を行っているが、接種率の向上につながっていない

Ｒ６年度に引き続き、転入手続きの主管課にて、予防接種対象年齢の子がいる場合に、予防接種担当課に行くよう案内をしている。予
防接種主管課では、母子手帳等で今までの接種歴を確認し、接種可能なワクチンの予診票を発行している。また、転入者を含め当市
に接種記録がない場合は勧奨通知を送付している。

麻しん風しん定期接種第２期については、接種率が95パーセント以上保持できているので、引き続き、令和６年度と同様の予診票と勧
奨はがきを送付し、接種期間を逃さないよう対応していく。

紛失、転入等で予診票の再発行が必要な場合、オンラインで申請することで、市から予診票を郵送する。

対象者に未接種勧奨通知を個別に配布することで未接種での年齢超過を防いでいる。また、9月に各学区校の就学時健診に合わせて
MR2期の勧奨文を同封。さらに、3月の「子どもの予防接種週間」の際に市報と市ウェブサイトにて情報発信。

市ウェブサイトに定期予防接種の概要や予診票の配布時期等をまとめたページを新設。また、令和7年度より実施している第1期・第2
期の接種期間延長措置に関する案内文を、対象者のうち未接種者に対して案内文を個別通知。

転入手続きの主管課にて、予防接種対象年齢の子がいる場合に、予防接種担当課に行くよう案内をし、予防接種主管課では、母子手
帳等で今までの接種歴を確認し、接種可能なワクチンの予診票を発行した。また、転入者を含め当市に接種記録がない場合は勧奨通
知を送付した。

転入手続きの主管課にて、予防接種対象年齢の子がいる場合に、予防接種担当課に行くよう案内をし、予防接種主管課では、母子手
帳等で今までの接種歴を確認し、接種可能なワクチンの予診票を発行した。また、転入者を含め当市に接種記録がない場合は勧奨通
知を送付した。

東大和市では、予診票を標準的な接種期間開始時期(小学校に入学する前年度の１年前)の４月に合わせて、予診票を送付し、毎年１
月頃(３月末で接種期限が切れるその２か月前を目安)に、勧奨はがきを送付し、接種期間を逃さないよう対応した。

令和6年度接種率95.3％

年度末前に接種勧奨

Ｒ６年度に引き続き、転入手続きの主管課にて、予防接種対象年齢の子がいる場合に、予防接種担当課に行くよう案内をしている。予
防接種主管課では、母子手帳等で今までの接種歴を確認し、接種可能なワクチンの予診票を発行している。また、転入者を含め当市
に接種記録がない場合は勧奨通知を送付している。

外国籍の市民にもわかりやすいやさしい日本語による説明が必要。

外国籍の市民にもわかりやすいやさしい日本語による説明が必要。

勧奨ハガキにワクチン不足が見込まれることを明記し、早めの受診を促すように修正。

ワクチン不足による接種者減少

外国籍の市民に対するやさしい日本語による適切な情報発信をする。

外国籍の市民に対するやさしい日本語による適切な情報発信をする。

ワクチン不足で打ちたいときに打てない方が多かった。年度末の問い合わせが多い。

個別通知の内容をわかりやすいものに変える必要有り。

接種年齢を過ぎた場合のワクチンの自己負担金を具体的に明示する等、内容の工夫を実施する予定

７年度は、新たに、市内のMRワクチン予防接種実施医療機関や幼稚園・保育園へポスター掲示等を依頼した。

スマートフォンアプリでの情報発信の回数を増やす
今年度は、４月、７月、R8.1
月、３月にプッシュ通知を実

施予定

メーカーによるワクチンの出荷停止や麻しん罹患者発生の報道の影響により、ワクチンの供給不足となった。

通知の発信方法を見直す第1期の接種時期に比べて、保護者の予防接種に対する意識の低下

対象年齢になった際に複数回、個別通知を送っている。通知内容について更なる工夫が必要か。また、予診票の発送について、現状
は出生時に送る予診票つづりにMR２期の分も含まれているため、予診票の送付時期を対象年齢時に変更する等の対応も検討したい。

再勧奨通知とチラシの文面を再考する。

12月末時点での未接種者を対象に接種勧奨のはがきを送付する。
92.8%と令和5年度と比べ接種割合は微増したが、いまだ95％には達していない。情報の発信が少なかったのではないかと推測してい
る。

令和6年度事業の継続

令和６年度に接種対象者であった未接種者に対し、接種期間延長の案内を個別に送付した。

転入時に予診票交付申請の案内を配布している。

接種対象年齢となる時期に合わせて予診票を送付している。

転入時に予診票交付申請の案内を配布している。

対象者へは個別通知を行い，例年１月には未接種者への勧奨通知を行っている。また，市報等による広報も行っており，第２期の接種
率が95％未満の直接の原因は不明であるがワクチン不足の影響もあったかと推測される。法定外で接種をされる方もいるため，法定
外接種による助成の取組を継続していく。

年度当初および10月に勧奨通知を送付しており、就学時健診のタイミングでもチラシを配布するなどの勧奨を実施している。また、予防
接種スケジュール管理システムによる情報発信により接種忘れを抑制できていると考えられるが、受託医療機関や市民からの反響を
考慮すると、ワクチン不足が少なからず接種率に影響を及ぼしていると思われる。

転入者については，予防接種の案内を渡し，接種漏れがないよう案内している。

母子手帳や接種履歴を記した書類がない方には，口頭で接種状況を把握し，接種の案内を行う。



２（２）．麻しん風しん定期接種第２期

区市町村名
令和６年度実績を受けての

課題・要因
令和７年度の取組

（予定含む）
取組の詳細、その狙い等（自由記載）　R７計画・実績 備考課題の背景、要因の分析等（自由記載）　R６実績 備考

47_羽村市 6.その他情報発信の手段

48_あきる野市
11.その他
（ ワクチン不足 ）

5.その他情報発信の内容の
見直し

49_西東京市
8.国内の区市町村からの転
入者への取組

10.接種漏れ者への接種機
会の提供

50_瑞穂町
4.その他情報発信の時期・
回数

8.国内の区市町村からの転
入者への情報提供

9.海外出生者の転入時の情
報提供

51_日の出町 1.個別通知の時期・回数
6.その他情報発信の手段の
見直し

52_檜原村
11.その他
（接種拒否者への対応）

2.個別通知の内容の見直し

53_奥多摩町
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

11.その他
（　　　　　　　　　　　）

54_大島町
11.その他
（　ワクチン不足　　　）

6.その他情報発信の手段の
見直し

55_利島村

56_新島村 1.個別通知の時期・回数
1.個別通知の時期・回数の
見直し

57_神津島村
11.その他
（　　　　　　　　　　　）

11.その他
（　　　　　　　　　　　）

58_三宅村 2.個別通知の内容 2.個別通知の内容の見直し

59_御蔵島村

60_八丈町

61_青ヶ島村

62_小笠原村
11.その他
（ワクチン接種に抵抗感ある
保護者への説明　）

11.その他
（継続的な説明　）

未回答

未回答

未回答

これまでは、役場で作成した通知のみだったが、東京都のリーフレットを追加同封した。
コロナ禍以降、予防接種に対しての意識が変わり、接種しない家庭が増えた。麻しん・風しんの接種の必要性を重視した内容を同封す
る必要がある。

小さな自治体のため、一度関係が悪くなると修復が難しい。
希望しない方には説得というよりも声かけはしている。

未回答

未回答未回答

未回答未回答

SNS（LNEやメール)を使って接種勧奨や情報発信をする。

ワクチン接種を希望しないご家庭がいる

令和6年度同様、ワクチンの供給状況を鑑みながら個別通知等実施。対象者への個別通知や連絡によって接種率100％

例年同様の勧奨通知を送付するが、接種拒否する家庭が接種の必要性を理解できる通知内容としていく。母数が少なく、予防接種及び接種勧奨自体を拒否する住民が一定以上いるため、接種率が低迷している。

前年度の取り組みに追加して、電子母子健康手帳アプリ内での案内を行う

令和６年度はワクチン供給不足により接種期間内に接種がうけられなかったため。

５歳児健診での確認と勧奨を検討する年３回個別通知をしているが、それでも接種忘れがある。

令和6年度当初に予診票を送付した対象者のうち、未接種者（1月時点）に接種勧奨はがきを送付した。

未接種者を対象にした一部補助事業を引き続き実施する。
①転入者に対し、市民課での手続時に渡す手続き一覧に、予診票発行申請を促す案内を掲載。併せて転入者への個別案内を発送。
②予防接種対象者に対し、予診票発行申請を促す個別通知を送付
以上の取組を行っているが、接種につながっていない可能性がある。

一昨年の状況を受け勧奨通知の時期を早めたが目標に至らず

接種記録の確認を行う際に、未接種の場合は予診票を渡し接種勧奨している。

接種記録の確認を行う際に、未接種の場合は予診票を渡し接種勧奨している。

第1期と同じ

（計画）予防接種のスケジュール管理アプリの周知を徹底するとともに、アプリ内の予防接種のページを内容が分かりやすいよう工夫す
る。

原因として、ワクチンの供給不足が影響していると思われる。令和7年度の秋頃にはワクチン不足が解消される見込であることから、目
標に到達するためには、未接種者に対する勧奨が重要と考えている。国は未接種者の接種期限を２年延長することとしたため、対象者
に勧奨通知を送付し、接種率の向上を図る。



予防接種の接種率の向上のための取組状況調査（令和６年度実績、令和７年度計画・実績）

2．麻しん風しん定期接種第１期および第２期接種率95%達成に向けて

２（３）．麻しん風しん定期接種を受けられなかった方（接種漏れ者）への対応
区市町村名 救済制度の有無

01_千代田区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

02_中央区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

03_港区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

04_新宿区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

05_文京区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

06_台東区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

07_墨田区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

08_江東区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

09_品川区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

10_目黒区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

11_大田区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

12_世田谷区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

18歳まで対象、自己負担なし、2回まで

対象年齢：法定接種期間経過後～５歳になった年の年度末まで（１期）、法定接種期間経過後～１０歳になった年の年度末まで（２期）

救済制度を設けている場合、その概要（対象年齢、助成額、助成回数等）をご回答ください。
救済制度を設けていない場合、差し支えなければその理由をご回答ください。

対象者：18歳（高校３年生相当年齢）以下の方
助成額：全額助成（自己負担なし）
助成回数：最大２回

①2歳～2期対象前➁小学1年～6年③中学1年～19歳、自己負担なし
※2期接種漏れの者については➁か③どちらか1回のみ助成

2歳～18歳、自己負担額免除（区負担額12,309円）、2回（最大）。
定期接種でのMR第1期、第2期の接種を逃した方については、不足回数分の助成を行っている。

2歳から20歳未満の中央区民で、麻しん風しんワクチンを2回接種したことのない方

対象年齢：定期接種を受ける機会を逃した２歳以上18歳以下の人。ただし、定期接種の対象となる人を除く。助成額：全額　助成回数：２回（定期接種の
未接種分について、同一年度内１回まで）

対象年齢：2歳から18歳（2期対象者を除く）、助成額：全額、助成回数：1期と2期の未接種分を2回まで。

２～１９歳未満で定期接種を受けられなかった方を対象として、接種費用を全額助成（２回まで）

生後2歳以上から20歳の誕生日の前日まで対象、自己負担額なし、２回まで

２歳以上18歳以下（第２期対象者を除く）の内、定期接種の規定回数（２回）に満たない回数を全額助成。

対象年齢：①2歳から定期予防接種第2期の対象期間に至るまでの年齢で定期予防接種第1期未接種の方
②小学校1年生以上18歳以下で、定期予防接種第2期未接種の方
助成額：全額
助成回数：①②各期間1回ずつ

資 料 ９－３



２（３）．麻しん風しん定期接種を受けられなかった方（接種漏れ者）への対応
区市町村名 救済制度の有無

救済制度を設けている場合、その概要（対象年齢、助成額、助成回数等）をご回答ください。
救済制度を設けていない場合、差し支えなければその理由をご回答ください。

13_渋谷区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

14_中野区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

15_杉並区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

16_豊島区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

17_北区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

18_荒川区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

19_板橋区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

20_練馬区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

21_足立区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

22_葛飾区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

23_江戸川区 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

24_八王子市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

25_立川市 3.無

26_武蔵野市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

27_三鷹市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

28_青梅市 未回答

18歳まで対象、自己負担なし、２回まで

対象年齢：生後２歳～19歳未満（第2期対象者除く）、助成額：全額、助成回数：2回まで、接種場所：市内指定医療機関のみ
※令和７・８年度はR6定期対象者を特例接種として救済

　対象年齢：2歳～19歳の誕生日前日まで　全額助成　助成回数：最大2回

2歳～18歳までの区民で定期接種を逃した方は自己負担1,000円（単体ワクチンの場合500円）で定期接種の回数分接種可

【対象】２歳以上19歳未満（定期接種対象者を除く）　【費用】全額助成　【回数】２回

2歳～18歳の定期接種を打ちそびれている方、全額助成、2回まで

２歳から18歳まで対象、自己負担なし、２回まで

平成31年4月2日以降生まれの2歳以上の者・小学校在学中の者、自己負担なし

18歳まで対象、自己負担なし、2回まで

18歳まで対象、自己負担なし、2回まで

対象者：2歳以上小学校就学前で１期未接種のかたと、小学校１年生から１８歳で接種回数が２回未満のかた
助成額：全額、助成回数：１～２回

対象年齢：生後24月から小学校就学1年前及び、小学校1年生相当から18歳までのもの
助成額：13,739円（２歳以上、就学１年前までの者）・12,309円（小学校１年生相当～６年生相当の者）・10,299円（中学校１年生相当～１８歳の者）
助成回数：生後２４月から就学１年前は1回、 小学校１年生相当の者から18歳までは１回又は２回
その他：麻しん単抗原、風しん単抗原も可

2歳から19歳未満まで（ＭＲ2期定期予防接種対象者の方は除く）。自己負担なし、2回まで。

①対象年齢　　第1期：２歳以上２期該当前までの者　第2期：小学１年生から６年生の者、②助成額　　全額、③助成回数　　期間中に１回まで



２（３）．麻しん風しん定期接種を受けられなかった方（接種漏れ者）への対応
区市町村名 救済制度の有無

救済制度を設けている場合、その概要（対象年齢、助成額、助成回数等）をご回答ください。
救済制度を設けていない場合、差し支えなければその理由をご回答ください。

29_府中市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

30_昭島市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

31_調布市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

32_町田市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

33_小金井市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

34_小平市 3.無

35_日野市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

36_東村山市 3.無

37_国分寺市 3.無

38_国立市 3.無

39_福生市 3.無

40_狛江市 3.無

41_東大和市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

42_清瀬市 3.無

43_東久留米市 3.無

2～18歳以下を対象、医療機関に支払った接種費用に対して、5,000円を上限として助成している。法定健診の際（主に３歳児健診）に保健師の問診の際
に母子健康手帳を確認し、未接種者に対して費用助成について案内し、接種勧奨をするようにしている。

対象者：2歳以上18歳まで、助成額：全額、回数：2回まで

２歳から７歳６か月未満で，定期予防接種未接種の方には無料で不足回数（１又は２）の接種を行っている。

・対象者：
(１) ＭＲ接種を受けたことがなく、第２期を迎える前の者：１回のみ
(２) 第２期の接種期間を経過した１９歳未満の者で、
① ＭＲ接種を１回受けたことがある場合：１回のみ
② ＭＲ接種を受けたことが無い場合：２回まで

対象：1期未接種者で、1期～2期接種の間にあるもの。助成額：全額補助　助成回数：1回
　　 　 令和6年度内部に24か月に達した者であって麻疹・風疹ワクチンを接種できなかった者。期間：令和7年4月1日から令和9年3月31日
　　　　助成額：全額補助　助成回数：1回

２歳から麻しん風しん定期予防接種第２期までの期間及び、小学校１年生から６年生までの期間を対象に、未接種回数分を全額助成している。

長期療養をしていた等特別な事情がある方は、申請することにより定期予防接種として接種ができる。



２（３）．麻しん風しん定期接種を受けられなかった方（接種漏れ者）への対応
区市町村名 救済制度の有無

救済制度を設けている場合、その概要（対象年齢、助成額、助成回数等）をご回答ください。
救済制度を設けていない場合、差し支えなければその理由をご回答ください。

44_武蔵村山市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

45_多摩市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

46_稲城市 3.無

47_羽村市 3.無

48_あきる野市 3.無

49_西東京市 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

50_瑞穂町 1.有（都の医療包括制度の活用あり）

51_日の出町 3.無

52_檜原村 3.無

53_奥多摩町 3.無

54_大島町 2.有（都の医療包括制度の活用なし）

55_利島村 3.無

56_新島村 3.無

57_神津島村 3.無

58_三宅村 3.無

59_御蔵島村 未回答

保護者の意向により未接種の場合で、定期接種期間を過ぎた場合には、自費で接種していただくように案内している。

個別に対応可能な場合は接種を実施している。

受けられなかった方を把握していないため。

R６年度ＭＲワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった第１期、第２期対象者に無料で接種。自己都合で接種しなかった方
は対象外。

２歳以上18歳以下で、風しん予防接種未接種者に対し、最大２回の一部補助を実施。
ＭＲ：5,800円（自己負担）※R７年度は5,840円
風しん単独：4,000（自己負担）※R7年度は4,030円

対象年齢：2～18歳までの方で定期接種を受ける方は、助成回数：1回、助成額：MRワクチンは5,000円、風しんワクチンは3,000円

令和7年度より開始。18歳まで対象、自己負担なし、2回まで（規定回数に満たない分）

対象年齢　２歳～１８歳（ただし、定期接種対象年齢者は除く）　助成額　ワクチン代と接種費用、接種回数　一人２回まで（MR１期、２期のうち未接種分）



２（３）．麻しん風しん定期接種を受けられなかった方（接種漏れ者）への対応
区市町村名 救済制度の有無

救済制度を設けている場合、その概要（対象年齢、助成額、助成回数等）をご回答ください。
救済制度を設けていない場合、差し支えなければその理由をご回答ください。

60_八丈町 未回答

61_青ヶ島村 未回答

62_小笠原村 3.無 小規模自治体のため、接種対象者に直接連絡取れる環境にあり、接種漏れがおきにくいから



予防接種の接種率の向上のための取組状況調査（令和６年度実績、令和７年度計画・実績）

３．その他予防接種の接種率向上に向けた取組について（※該当がある場合）

区市町村名 ワクチン（選択）

03_港区
A9.ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン

07_墨田区 予防接種全般

17_北区 A8.日本脳炎ワクチン

17_北区 その他のワクチン（　DT第2期　）

17_北区
A9.ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン

17_北区 A7.水痘ワクチン

21_足立区 その他のワクチン（　二種混合　）

24_八王子市
A9.ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン

24_八王子市

その他のワクチン（混合接種第2
期の二種混合ワクチン）
（市独自の制度として三種混合
ワクチンを選択可能）

27_三鷹市 A6.BCGワクチン

27_三鷹市
その他のワクチン（五種混合、小
児肺炎球菌）

課題（選択） 課題の背景、独自の取組等（自由記載）

11.その他
（集団接種）

キャッチアップ制度の特例延長がなされたことに伴い、令和６年度実施に続き令和７年度についてもキャッチアップ期間中HPVワクチンを１回または２回接種接種した方、ま
たは高校１年生相当の女子で、ワクチン接種が完了していない方全員に勧奨はがきを送付するとともに、保健所で年３回、３日～１週間の期間で予約をしなくても接種でき
る集団接種会場を設け、接種率の向上を目指します。

1.個別通知の時期・回数 生後10・11か月の接種歴が確認できない児に対し、看護師や保健師から電話による接種確認。勧奨を行っている。

1.個別通知の時期・回数 第１期初回接種から追加接種までに期間が空いてしまう五種混合と小児肺炎球菌の追加接種予診票を1歳前に個別送付している。

8.国内の区市町村からの転入
者への取組

転入直後の保護者の手続きの繁忙による小児予防接種の接種漏れを防止するため、転入時の主な手続き一覧（配布物）の配布で対応しているが、必ずしも効果を発揮し
ているとは言い難い。

1.個別通知の時期・回数 日本脳炎第2期は、接種率が低い。未接種者あてにはがきによる勧奨を行っている。

1.個別通知の時期・回数 DT第2期（混合2種）は、接種率が低い。未接種者あてにはがきによる勧奨を行っている。

1.個別通知の時期・回数
　令和6年度の接種率は、定期接種60.2％、キャッチアップ接種59.0％（八王子市の算出方法による）。令和6年度はキャッチアップ接種の駆け込み接種等で接種率が増加
したものの、キャッチアップ接種経過措置の対象者が全3回の接種を完了するよう、広報誌への記事の掲載による周知を行っている。
　また、定期接種対象者については、高校1年生相当年齢及び中学2年生の女子に対し、7月に再勧奨通知はがきを送付。

4.その他情報発信の時期・回数
　市内の小学校及び義務教育学校を通して、二種混合ワクチン及び市独自の制度として選択可能な三種混合ワクチンのお知らせを保護者へ配布している。このことによ
り、接種率向上を見込んでいる。

2.個別通知の内容 HPV予防接種未接種者に圧着はがきを一斉発送し周知した。二次元コードで電子申請サイトにリンクし、予診票の送付依頼を受け付けている。

2.個別通知の内容 2歳児歯科健康診査の案内はがきに水痘の接種勧奨の記事を掲載する。

4.その他情報発信の時期・回数
接種可能年齢の幅が広く、打ち忘れが多い。区の広報誌を用いて接種勧奨を行っている。また、令和７年１０月から１２歳６か月の方を対象に区のアプリを用いて接種勧奨
を実施している。

資 料 １０



区市町村名 ワクチン（選択） 課題（選択） 課題の背景、独自の取組等（自由記載）

27_三鷹市
A9.ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン

31_調布市
A9.ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン

36_東村山市 A8.日本脳炎ワクチン

36_東村山市 その他のワクチン（　DT　）

37_国分寺市
A9.ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン

37_国分寺市
A9.ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン

44_武蔵村山市
A9.ヒトパピローマウイルス
（HPV）ワクチン

3.個別通知の手段
令和6年度はキャッチアップ対象者への個別通知、市報掲載及びLINE通知を行った。
令和7年度は高校1年生とキャッチアップの未完了者に対し、個別勧奨はがき、市報掲載及びLINE通知を行った。

1.個別通知の時期・回数

2.個別通知の内容

キャッチアップ対象者や定期接種最終年代（高1）への個別勧奨を、複数回実施した。

小6女子に予診票を送付する際、詳細なワクチンの説明文書を同封し、ワクチンの安全性や接種への理解を促している。

3.個別通知の手段
規定の接種回数が多く、特に1期追加分については、同時期に接種するワクチンもないため、打ち忘れが発生しやすくなっている。令和７年度は、就学時健診の際に配布
するチラシに、MR2期とあわせて記載し、再勧奨を行う。

11.その他
（　接種忘れ　）

以前より再勧奨通知を行っているが、依然として未接種のかたが多い現状である。

1.個別通知の時期・回数 令和７年度より高校１年生相当の方にハガキを用いた、接種再勧奨を行っている。

3.個別通知の手段 令和７年度はキャッチアアップ対象者で接種が完了していない方に個別通知をする予定


